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＜主な法令及び通知と本文中での略称＞  
 
法：社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）  
一般法人法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）  
施行規則：社会福祉法人施行規則（昭和 26 年厚生省令第 28 号）  
審査基準：「社会福祉法人の認可について」（平成 12 年 12 月 1 日障第 890 号・社援第 2618
号・老発第 794 号・児発第 908 号  厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長・老人
保健福祉局長、児童  家庭局長連名通知）別紙 1「社会福祉法人審査基準」  
定款例：上記通知  別紙 2「社会福祉法人定款例」  
審査要領：「社会福祉法人の認可について」（平成 12 年 12 月 1 日障企第 59 号・社援企第 35
号・老計第 52 号・児企第 33 号  厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画   
課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知）別紙「社会福祉法人審査要
領」  
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第１章 定款変更  

１．概要  

 社会福祉法人が定款変更を行う場合は、理事会において「定款変更」と「定款変更に係る評

議員会の開催」について決議し、その後の評議員会にて定款変更の決議を経た後、関係書類を

添付して所轄庁へ申請し、許可を得ること（届出事項の場合は届出）が必要となります。  

  

（１）定款変更までの流れ  

 ①理事会を開催し、定款変更と定款変更についての評議員会開催（日時・場所・議題・議案

等）の承認を得る。＜法第４５条の９第１０項で準用する一般法人法第１８１条＞  

  なお、理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数（これ

を上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上）が出席し、その過半数（これを上

回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う必要がある。＜法 第４５

条の１４第４項＞  

  ※理事会を開催せずに決議の省略を行う場合は、理事全員より定款変更と評議員会開催の同意

を得る必要がある。＜ 法第４５条の１４第９項で準用する一般法人法第９６条＞  

 ②評議員会を開催し、定款変更についての議案の承認を得る。  

  なお、定款の変更に係る決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

３分の２（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上（★）に当たる

多数をもって行う必要がある＜法第４５条の９ 第７項＞。  

（★）出席評議員の３分の２以上ではないことに注意。評議員の現員全てが決議について特別の

利害関係を有しないのであれば、出欠関係なく現員の評議員の３分の２以上の賛成が必要とな

る。  

 ※評議員会を開催せずに決議の省略を行う場合は、評議員全員より定款変更の同意を得る必要

がある。＜法第４５条の ９第１０項で準用する一般法人法第１９４条＞  

③定款変更認可申請書（又は定款変更届出書）を、電子申請により提出する。  

④宮城県で審査を行い＜法 第３ ２条及 び定 款例第 ３８ 条＞、定款変更認可書を申請書類一式と共に

送付する。  

 
（２）提出書類  

 電子申請（ https://logoform.jp/form/GQGB/1298132）により御提出願います。  

書類の詳細は、「（別紙）社会福祉法人定款変更認可申請・変更届出添付書類一覧」を参照

願います。必ず必要となる書類は下記の通りです。  

 ・社会福祉法人定款変更認可申請書（又は社会福祉法人定款変更届出書）  

 ・理事会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

 ・評議員会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

 ・変更後の定款  

 ・現行の定款  

 

 

（３）登記事項の手続き  

  定款変更内容が法人の登記事項に係る場合、定款変更認可後、主たる事務所の所在地にお

いて２週間以内に変更登記を行う必要があります＜組合等登記令第２条第２項及び第３条第１項＞。  

 

  

https://logoform.jp/form/GQGB/1298132
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２．定款変更認可申請  

  定款変更認可は、所轄庁の認可を受けることで初めて効力が生じます＜法第４５条の３６第

２項＞。申請の前に、事前相談を受け付けております。  

 

（１）事業の追加・削除  

  新たに事業を開始する場合は、当該事業開始日までに理事会及び評議員会を開催し、認可

申請を行う必要があります。既存の事業を廃止する場合は、事業担当課に事業廃止届を提出

した後に、認可申請を行います。  

  いずれの場合も、所轄庁の認可を受けた後に効力が生じます。  

 

（２）基本財産の変更  

①基本財産の増改築  

   既存の基本財産の建物の増改築に伴い床面積が変更になる場合は、変更認可申請の対象

となります。  

   なお、床面積が変わらない内装工事等は、変更認可申請は不要です。  

②基本財産の削除  

   既存の基本財産建物の取り壊しや、土地の所有権を移譲や放棄する場合は、変更認可申

請の対象となります。但し、定款変更認可申請前に基本財産処分承認申請が必要となりま

す。  

 

   ※基本財産の変更の相違点  

建物  

新築  定款変更届出  

増改築  定款変更認可申請  

取り壊し  定款変更認可申請  

土地  

取得  定款変更届出  

地積変更  定款変更認可申請  

所有権放棄・譲渡  定款変更認可申請  

 

（３）租税特別措置法第 40 条の適用による文言変更及び追加  

租税特別措置法第４０条の特例措置を受けようとする場合、国税庁で確認するべき文言が

あります。定款に必要事項を記載の上、申請書の提出をお願いします。詳しくは、参考資料

２を御覧ください。  

 

（４）その他  

  文言の変更、基本財産の地番変更、役員定数の変更等の場合は、評議員会での決議後、速

やかに申請書の提出をお願いします。  
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（表  面）  

社会福祉法人定款変更認可申請書  

申  

 

請  

 

者  

主たる事務所  

の 所 在 地      E 

 

 

 

Aふ り が な      E 

名     称  

 

 

 

理事長の氏名    

申請年月日  
 

 

定  

 

款  

 

変  

 

更  

 

の  

 

内  

 

容  

 

及  

 

び  

 

理  

 

由  

内               容  
理   由  

変  更  前  の  条  文  変  更  後  の  条  文  
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（裏  面）  

定  

 

款  

 

変  

 

更  

 

の  

 

内  

 

容  

 

及  

 

び  

 

理  

 

由  

内               容  

理   由  

変  更  前  の  条  文  変  更  後  の  条  文  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加

し、この様式に準じた申請書を作成すること。  

  また、変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困難な場合には、対比表の形

式によらないことも差し支えないこと。  
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３．定款変更届出  

  以下のいずれかの事項のみの変更の場合、変更認可申請ではなく変更届出となります。こ

の場合、評議員会決議後、速やかに届出書を所轄庁宛て提出する必要があります＜法第４５条

の３６第４項及び法規第４条＞。  

   

 

 

 

 

 

 

 

（１）事務所所在地の変更  

  主たる事務所又は従たる事務所が移転等の理由により変更となる場合、変更登記終了後に

定款変更届出を行う必要があります。  

  また、従たる事務所を新たに設置する場合も、同様の扱いとなります。  

 

（２）基本財産の増加  

  土地の新規取得や建物の新築により基本財産が増加する場合は、届出により定款変更を行

うことになります。床面積が変わらない内装工事等は、定款変更届出は不要となります。  

  なお、基本財産の処分を伴う基本財産の変更の場合は、基本財産処分承認申請後、定款変

更認可申請を行う必要があります。  

 

（３）公告の方法の変更  

  公告の方法に変更が生じる場合は、評議員会で定款変更の議案を決議後、速やかに届出を

行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）事務所所在地の変更＜施行規則第４条第１項第１号及び定款例第４条＞  

 

 （２）基本財産の増加＜施行規則第４条第１項第２号及び定款例第２８条第２項＞  

 

 （３）公告の方法の変更＜施行規則第４条第１項第３号及び定款例第３９条＞  

 

【定款の附則について】  

 定款変更認可申請を提出する際、定款は所轄庁の認可を受けた日から効力

が発生することになります。このため、附則を記載する際は日付を空欄の状態

にして御提出願います。  

 但し、定款変更届出の場合は、評議員会で定款変更の議案が決議された日か

ら定款の効力が発生するため、附則には評議員会決議日を記載した状態で御

提出願います。  
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（表  面）  

社会福祉法人定款変更届出書  

届  

 

出  

 

者  

主たる事務所  

Aの 所 在 地      E 

 

 

 

Aふ り が な      E 

名     称  

 

 

 

理事長の氏名    

届出年月日  
 

 

定  

 

款  

 

変  

 

更  

 

の  

 

内  

 

容  

 

及  

 

び  

 

理  

 

由  

内               容  
理   由  

変  更  前  の  条  文  変  更  後  の  条  文  
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（裏  面）  

定  

 

款  

 

変  

 

更  

 

の  

 

内  

 

容  

 

及  
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理  

 

由  

内               容  

理   由  

変  更  前  の  条  文  変  更  後  の  条  文  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加

し、この様式に準じた申請書を作成すること。  

  また、変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困難な場合には、対比表の形

式によらないことも差し支えないこと。  
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（別紙）  

○・・・原則として提出が必要なもの　　　　　△・・・該当する書類がある場合に提出が必要なもの
変更事項

受託経営
提出書類(※１） 管理経営

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案書は評議員会の招集に
係る部分（議案の概要が分か
るものを含む）のみで可

3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
議案書は定款変更に係る部
分のみで可

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ － ○ ○ － －

7 － ○ － － － － －

又は協定書等

9 － △ － － － － －

○ － － ○ ○ － －
施設整備等に係る収支の内
訳が分かる資料

△ － － △ △ － －

△ － － △ △ － －

△ － － △ △ － －

△ － － △ △ － －

印鑑登録証明書

建設資金贈与契約書 △ － － △ △ － －

○ － － ○ ○ － －

△ － － △ △ － －

不動産売買契約書 ○ － － ○ ○ － － 不動産を購入した場合

○ － － ○ ○ ○ － 最新のもの

○ － － ○ ○ － －

○ △ － ○ ○ － －

12 廃止事業に係る財産処分方法 － － △ － － △ －

14 基本財産処分承認書 － － △ － ○ ○ －

上記の提出書類のほか，必要に応じて社会福祉法第59条の規定により届出されている書類についても内容を確認します。

（※１）　通常想定される場合の提出書類であり，　変更の内容によっては追加書類の提出が必要な場合があります。
　

（※２）　事業目的の追加を伴う基本財産の新築又は増改築を行う場合で，事業目的の追加に係る定款変更認可を受けているときは，
　　○又は△の資料は既に確認済みのため，基本財産の追加に係る定款変更認可申請時には添付不要です。

　ただし，既に定款に記載されている事業について２か所目以降の施設等を基本財産に追加する場合は全ての書類が必要です。

（※３）　決議の省略の方法により行った場合は，議事録の他に提案書や同意書（理事会については監事からの異議がないことの確認
　　書を含む）の提出が必要です。

建築確認書

事業設置又は廃止の事実が
客観的に分かるもの

13
事業の廃止届・設置届又は認
可書等

○ － ○ － － △ －

－ － － －
施設の人員基準等で施設長
の配置が必須の場合

工事関係契約書
又は見積書

領収書

不動産登記事項証明書
（基本財産が減少する場合は，減
少したことがわかるもの）

図面

建設費用の財源に寄付金を
予定している場合△ △

11
施設長就任承諾書，履歴書及び
施設長の資格を証する書類

△ △ －

身分証明書・登記簿謄本

身分証明書，登記簿謄本，印
鑑登録証明書，残高証明書

△ － －

償還計画

償還金贈与契約書

償還の財源に寄付金を予定し
ている場合

所得証明書・残高証明書

△

－ －

－ △ △

－ △ － －

－ －

関係条例

10

施
設
建
設
及
び
不
動
産
購
入
等
関
係
書
類

施設整備に係る予算書
又は決算書

補助金等の決定〈内定〉通知書

助成金等の決定〈内定〉通知書

－

借
入
金
関
係
書
類

○ － － － －

△
借入金決定書又は受理
証明書等

△ －

－

収支予算書

事業の概要説明書

8
受託契約書，指定書

－

申請書

理事会議事録
議案書・議案資料（※３）

評議員会議事録
議案書・議案資料（※３）

変更後の定款

現行の定款

《社会福祉法人定款変更認可申請・変更届出添付書類一覧》

事業の追加
事業の廃

止

基本財産の変更（※２）
役員等定数変更
その他条文整理 備考

設置経営 追加 増改築 削除
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（参考資料１）  

≪  社  会  福  祉  法  人  の  定  款  例  に  つ  い  て  ≫ 
 

１．定款例について  

○  各法人の定款に記載されることが一般的に多いと思われる事項について、定款の定め方の

一例を記載している。  

○  各法人の定款の記載内容については、当該定款例の文言に拘束されるものではないが、定

款において定めることが必要な事項が入っているか、その内容が法令に沿ったものであるこ

とが必要である。  

 

２．記載事項の種類  

○  必要的記載事項（直線）→  必ず定款に記載しなければならない事項であり、その一つで

も記載が欠けると、定款の効力が生じない事項（法第 31 条第

1 項各号に掲げる事項等）  ※  内容については法令に沿ったもの

であればよく、当該定款例の文言に拘束されるものではないこと。  

○  相対的記載事項（点線）→  必要的記載事項と異なり、記載がなくても定款の効力に影響

はないが、法令上、定款の定めがなければその効力を生じな

い事項  

○  任 意 的 記 載 事 項   →  法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項  

 

３．評議員会及び理事会における法定決議事項  
 

理事会  評議員会  

決議  

事項  

・評議員会の日時及び場所並びに議題・議案

の決定（ 法 第 4 5条 の 9第 1 0項 で 準 用 す る 一 般 社 団 法 人

及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 一 般 法 人 法 」

と い う 。） 第 18 1条 ）  

・理事長及び業務執行理事の選定及び解職（ 理

事 長：法 第 45条 の 13第 2項 第 3号 、業 務 執 行 理 事：法 第

45条 の 1 6第 2項 第 2号 ）  

・重要な財産の処分及び譲受け（ 法 第 45条 の 13第

4項 第 1号 ）  

・多額の借財 （ 法 第 4 5条 の 13第 4項 第 2号 ）  

・重要な役割を担う職員の選任及び解任（ 法 第

45条 の 1 3第 4項 第 3号 ）  

・従たる事務所その他の重要な組織の設置、

変更及び廃止 （ 法 第 4 5条 の 13第 4項 第 4号 ）  

・コンプライアンス (法令遵守等 )の体制の整

備（ 法 第 45条 の 13第 4項 第 5号 ）※ 一 定 規 模 を 超 え る 法

人 の み  

・競業及び利益相反取引（ 法 第 45条 の 16第 4項 に お

い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 第 8 4条 第 1項 ）  

・計算書類及び事業報告等の承認 （ 法 第 4 5条 の

28第 3項 ）  

・理事会による役員、会計監査人の責任の一

部免除（ 法 第 4 5条 の 2 0第 4項 に お い て 準 用 す る 一 般 法

人 法 第 1 14条 第 1項 ）  

・理事、監事、会計監査人の選任 （ 法 第 43条 ）  

・理事、監事、会計監査人の解任（ 法 第 4 5条 の 4第

1項 及 び 第 2項 ） ★  

・理事、監事の報酬等の決議（ 理 事：法 第 4 5条 の 1 6

第 4項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 8 9条 、監 事：法 第

45条 の 1 8第 3項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 10 5条 ）  

・理事等の責任の免除（ 全 て の 免 除 ： 法 第 4 5条 の 20

第 4項 で 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 11 2条 （ ※ 総 評 議 員 の 同

意 が 必 要 ）、 一 部 の 免 除 ： 第 11 3条 第 1項 ） ★  

・役員報酬等基準の承認 （ 法 第 4 5条 の 3 5第 2項 ）  

・計算書類の承認（ 法 第 4 5条 の 30第 2項 ）  

・定款の変更 （ 法 第 4 5条 の 36第 1項 ） ★  

・解散の決議 （ 法 第 4 6条 第 1項 第 1号 ） ★  

・合併の承認（ 吸 収 合 併 消 滅 法 人 ： 法 第 5 2条 、 吸 収 合

併 存 続 法 人：法 第 5 4条 の 2第 1項 、法 人 新 設 合 併：法 第 5 4

条 の 8） ★  

・ 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認 （ 法 第 55条 の 2第 7

項）  

・その他定款で定めた事項  

★：法 第 45条 の 9第 7項 の 規 定 に よ り 、議 決 に 加 わ る こ と が

で き る 評 議 員 の 三 分 の 二（ こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 款 で 定

め た 場 合 に あ つ て は 、そ の 割 合 ）以 上 に 当 た る 多 数 を も

つ て 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 事 項  

「 社 会 福 祉 法 人 の 認 可 に つ い て 」（ 平 成 1 2 年 1 2 月 1 日 障 第 8 9 0 号 ・ 社 援 第 2 6 1 8 号 ・ 老 発 第 7 9 4 号 ・ 児 発 第 9 0 8 号  厚 生

省 大 臣 官 房 障 害 保 健 福 祉 部 長 、 社 会 ・ 援 護 局 長 、 老 人 保 健 福 祉 局 長 、 児 童 家 庭 局 長 連 名 通 知 ） 別 紙 ２ よ り 引 用 、 一 部 修 正  
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・その他の重要な業務執行の決定  

社会福祉法人定款例 

 

社 会 福 祉 法 人 定 款 例  

社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 定 款  

 

第 一 章  総 則  

 

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、多 様 な 福 祉 サ ー ビ ス が そ の 利 用 者 の 意

向 を 尊 重 し て 総 合 的 に 提 供 さ れ る よ う 創 意 工 夫 す る こ と に よ り 、 利 用 者 が 、 個 人 の 尊 厳 を 保

持 し つ つ 、 自 立 し た 生 活 を 地 域 社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う 支 援 す る こ と を 目 的 と し

て 、 次 の 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 第 一 種 社 会 福 祉 事 業  

（ イ ） 障 害 児 入 所 施 設 の 経 営  

（ ロ ） 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 経 営  

（ ハ ） 障 害 者 支 援 施 設 の 経 営  

（ ２ ） 第 二 種 社 会 福 祉 事 業  

（ イ ） 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

（ ロ ） 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー の 経 営  

（ ハ ） 保 育 所 の 経 営  

（ ニ ） 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

（ ホ ） 相 談 支 援 事 業 の 経 営  

（ ヘ ） 移 動 支 援 事 業 の 経 営  

（ ト ） 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 経 営  

（ チ ） 福 祉 ホ ー ム の 経 営  

 （ 備 考 ）  

  （ １ ）具 体 的 な 記 載 は 、社 会 福 祉 法 の 基 本 的 理 念 に 合 致 す る も の で あ る と と も に 、そ れ ぞ れ の 法 人 の 設 立 の 理 念 を

体 現 す る も の と す る こ と 。  

  （ ２ ） 児 童 福 祉 に 関 す る 事 業 を 行 う 法 人 に お い て は 、「 心 身 と も に 健 や か に 育 成 さ れ る 」 と の 趣 旨 に 合 致 す る も の

と す る こ と 。  

  （ ３ ） 上 記 記 載 は 、 あ く ま で 一 例 で あ る の で 、（ １ ）、（ ２ ） を 踏 ま え 、 法 人 の 実 態 に 即 し た 記 述 と す る こ と 。  

  （ ４ ） 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 に あ っ て は 、 次 の 例 に な ら っ て 記 載 す る こ と 。  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、○ ○ 市（ 区 町 村 ）に お け る 社 会 福 祉 事 業 そ の 他 の 社 会

福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 及 び 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 の 活 性 化 に よ り 、地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と

を 目 的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 企 画 及 び 実 施  

（ ２ ） 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 へ の 住 民 の 参 加 の た め の 援 助  

（ ３ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 関 す る 調 査 、 普 及 、 宣 伝 、 連 絡 、 調 整 及 び 助 成  

（ ４ ）（ １ ） か ら （ ３ ） ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 を 図 る た め に 必

要 な 事 業  

（ ５ ） 地 区 社 会 福 祉 協 議 会 の 相 互 の 連 絡 及 び 事 業 の 調 整 の 事 業 （ 指 定 都 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 限 る 。）  

（ ６ ） 共 同 募 金 事 業 へ の 協 力  
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（ ７ ） 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業  

（ ８ ） 福 祉 関 係 各 法 に 基 づ き 実 施 さ れ る 事 業 の 経 営  

（ 注 ） 記 載 に 当 た っ て は 、 第 一 条 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 例 に よ る こ と 。  

（ ９ ） そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 の た め 必 要 な 事 業  

（ ５ ） 都 道 府 県 社 会 福 祉 協 議 会 に あ っ て は 、 次 の 例 に な ら っ て 記 載 す る こ と 。  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、○ ○ 県（ 都 道 府 ）に お け る 社 会 福 祉 事 業 そ の 他 の 社 会 福

祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 及 び 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 の 活 性 化 に よ り 、 地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と を 目

的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 企 画 及 び 実 施      

（ ２ ） 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 へ の 住 民 の 参 加 の た め の 援 助  

（ ３ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 関 す る 調 査 、 普 及 、 宣 伝 、 連 絡 、 調 整 及 び 助 成  

（ ４ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 を 経 営 す る 者 へ の 支 援 に 関 す る 事 業  

（ ５ ）（ １ ）か ら（ ３ ）ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 を 図 る た め に 必 要 な

事 業  

（ ６ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 従 事 す る 者 の 養 成 及 び 研 修  

（ ７ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 経 営 に 関 す る 指 導 及 び 助 言  

（ ８ ） 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 の 相 互 の 連 絡 及 び 事 業 の 調 整  

（ ９ ） 共 同 募 金 事 業 へ の 協 力  

（ 10） ○ ○ 県 福 祉 人 材 セ ン タ ー の 業 務 の 実 施  

（ 11） 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業  

（ 12） 福 祉 関 係 各 法 に 基 づ き 実 施 さ れ る 事 業 の 経 営  

（ 注 ） 記 載 に 当 た っ て は 、 第 一 条 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 例 に よ る こ と 。  

（ 13） そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 の た め 必 要 な 事 業  

 

（ 名 称 ）  

第 二 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 と い う 。  

 

（ 経 営 の 原 則 等 ）  

第 三 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 事 業 の 主 た る 担 い 手 と し て ふ さ わ し い 事 業 を 確 実 、 効 果 的 か つ

適 正 に 行 う た め 、 自 主 的 に そ の 経 営 基 盤 の 強 化 を 図 る と と も に 、 そ の 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス

の 質 の 向 上 並 び に 事 業 経 営 の 透 明 性 の 確 保 を 図 り 、 も っ て 地 域 福 祉 の 推 進 に 努 め る も の と す

る 。  

２  こ の 法 人 は 、 地 域 社 会 に 貢 献 す る 取 組 と し て 、（ 地 域 の 独 居 高 齢 者 、 子 育 て 世 帯 、 経 済 的

に 困 窮 す る 者  等 ） を 支 援 す る た め 、 無 料 又 は 低 額 な 料 金 で 福 祉 サ ー ビ ス を 積 極 的 に 提 供 す

る も の と す る 。  

 

（ 事 務 所 の 所 在 地 ）  

第 四 条  こ の 法 人 の 事 務 所 を 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 に 置 く 。  

２  前 項 の ほ か 、 従 た る 事 務 所 を 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 に 置 く 。 

（ 備 考 ）  

 最 小 行 政 区 の 市 区 町 村 名 ま で の 記 載 で も 可 能 。  

 

第 二 章  評 議 員  
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（ 評 議 員 の 定 数 ）  

第 五 条  こ の 法 人 に 評 議 員 ○ ○ 名 以 上 ○ ○ 名 以 内 を 置 く 。  

（ 備 考 ）  

  確 定 数 と す る こ と も 可 能 。  

 

（ 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 ）  

第 六 条  こ の 法 人 に 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 を 置 き 、 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、 評 議 員 選 任 ・

解 任 委 員 会 に お い て 行 う 。  

２  評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 は 、 監 事 ○ 名 、 事 務 局 員 ○ 名 、 外 部 委 員 ○ 名 の 合 計 ○ 名 で 構 成 す

る 。  

３  選 任 候 補 者 の 推 薦 及 び 解 任 の 提 案 は 、 理 事 会 が 行 う 。 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 の 運 営 に つ

い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

４  選 任 候 補 者 の 推 薦 及 び 解 任 の 提 案 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 者 が 評 議 員 と し て 適 任 及 び 不 適 任

と 判 断 し た 理 由 を 委 員 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

５  評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 の 決 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 た

だ し 、 外 部 委 員 の ○ 名 以 上 が 出 席 し 、 か つ 、 外 部 委 員 の ○ 名 以 上 が 賛 成 す る こ と を 要 す る 。 

（ 備 考 ）  

評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、上 記 の 評 議 員 選 任・解 任 委 員 会 以 外 の 中 立 性 が 確 保 さ れ た 方 法 に よ る こ と も 可 能 で あ る 。

な お 、 理 事 又 は 理 事 会 が 評 議 員 を 選 任 し 、 又 は 解 任 す る 旨 の 定 款 の 定 め は 効 力 を 有 し な い （ 法 第 31 条 第 5 項 ）。  

 

 

（ 評 議 員 の 任 期 ）  

第 七 条  評 議 員 の 任 期 は 、 選 任 後 四 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時

評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  評 議 員 は 、 第 五 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ り 退 任 し

た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 評 議 員 と し て の 権 利 義 務 を 有 す る 。  

（ 備 考 ）  

法 第 41 条 第 1 項 に 基 づ き 、 評 議 員 の 任 期 は 、 定 款 に よ っ て 選 任 後 6 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も

の に 関 す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で 伸 長 す る こ と も で き る 。  

 法 第 41 条 第 2 項 に 基 づ き 、 補 欠 評 議 員 の 任 期 を 退 任 し た 評 議 員 の 任 期 満 了 時 ま で と す る 場 合 に は 、 第 1 項 の 次

に 次 の 一 項 を 加 え る こ と 。  

２  任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 評 議 員 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 評 議 員 の 任 期 は 、 退 任 し た 評 議 員 の 任 期 の 満 了 す る 時

ま で と す る こ と が で き る 。  

 

（ 評 議 員 の 報 酬 等 ）  

第 八 条  評 議 員 に 対 し て 、 ＜ 例 ： 各 年 度 の 総 額 が ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円 を 超 え な い 範 囲 で 、 評 議 員 会

に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 、 報 酬 と し て ＞ 支 給 す る こ と

が で き る 。  

（ 備 考 一 ）  

無 報 酬 の 場 合 は 、 そ の 旨 を 定 め る こ と 。 な お 、 費 用 弁 償 分 に つ い て は 報 酬 等 に 含 ま れ な い 。  

（ 備 考 二 ）  

民 間 事 業 者 の 役 員 の 報 酬 等 及 び 従 業 員 の 給 与 、 当 該 法 人 の 経 理 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、 不 当 に 高 額 な も

の と な ら な い よ う 、 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 勤 務 形 態 に 応 じ た 報 酬 等 の 区 分 及 び そ の 額 の 算 定 方 法 並 び に 支 給

の 方 法 及 び 形 態 に 関 す る 事 項 を 定 め た 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 定 め 、 公 表 し な け れ ば な ら な い （ 法 第 45 条 の 35、 第

59 条 の 2 第 1 項 第 2 号 ）。  
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第 三 章  評 議 員 会  

 

（ 構 成 ）  

第 九 条  評 議 員 会 は 、 全 て の 評 議 員 を も っ て 構 成 す る 。  

 

（ 権 限 ）  

第 一 〇 条  評 議 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。  

(1) 理 事 及 び 監 事 ＜ 並 び に 会 計 監 査 人 ＞ の 選 任 又 は 解 任  

(2) 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準  

(4) 計 算 書 類 （ 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 ） 及 び 財 産 目 録 の 承 認  

(5) 定 款 の 変 更  

(6) 残 余 財 産 の 処 分  

(7) 基 本 財 産 の 処 分  

(8) 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認  

(9) そ の 他 評 議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め ら れ た 事 項 

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

(2)に つ い て は 、 本 定 款 例 の よ う に 報 酬 等 の 額 を 定 款 で 定 め な い 場 合 に は 、 評 議 員 会 に お い て 決 定 す る 必 要 が あ る

（ 法 第 45 条 の 16 第 4 項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 89 条 、 法 第 45 条 の 18 第 3 項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人

法 第 105 条 第 1 項 ）。  

 

（ 開 催 ）  

第 一 一 条  評 議 員 会 は 、定 時 評 議 員 会 と し て 毎 年 度 ○ 月 に 1 回 開 催 す る ほ か 、（ ○ 月 及 び ）必 要

が あ る 場 合 に 開 催 す る 。  

（ 備 考 ）  

定 時 評 議 員 会 は 、年 に 1 回 、毎 会 計 年 度 の 終 了 後 一 定 の 時 期 に 招 集 し な け れ ば な ら な い（ 法 第 45 条 の 9 第 1 項 ）

の で 、 開 催 時 期 を 定 め て お く こ と が 望 ま し い 。 な お 、「 毎 年 度 ○ 月 」 に つ い て は 、 4 月 ～ 6 月 ま で の 範 囲 と な る 。 開

催 月 を 指 定 し な い 場 合 は「 毎 年 度 ○ 月 」を「 毎 会 計 年 度 終 了 後 ３ ヶ 月 以 内 」と す る こ と も 差 し 支 え な い 。他 方 、臨 時

評 議 員 会 は 、 必 要 が あ る 場 合 に は 、 い つ で も 、 招 集 す る こ と が で き る 。（ 法 第 45 条 の 9 第 2 項 ）。  

 

（ 招 集 ）  

第 一 二 条  評 議 員 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 会 の 決 議 に 基 づ き 理 事 長 が

招 集 す る 。  

２  評 議 員 は 、 理 事 長 に 対 し 、 評 議 員 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し て 、 評 議 員 会

の 招 集 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 

（ 決 議 ）  

第 一 三 条  評 議 員 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の 過

半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除

く 評 議 員 の ＜ 例 ： 3 分 の 2 以 上 ＞ に 当 た る 多 数 を も っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 監 事 の 解 任  

(2) 定 款 の 変 更  
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(3) そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項  

３  理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、各 候 補 者 ご と に 第 1 項 の 決 議 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の 候 補 者 の 合 計 数 が 第 十 五 条 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に

は 、 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者 を 選 任

す る こ と と す る 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 評 議 員 （ 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に 加 わ る こ と が で

き る も の に 限 る 。）の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き は 、評 議 員

会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  

 （ 備 考 ）  

第 一 項 に つ い て は 、法 第 45 条 の 9 第 6 項 に 基 づ き 、過 半 数 に 代 え て 、こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め る こ と も 可

能 で あ る 。（ 例 ： 理 事 の 解 任 等 ）  

第 二 項 に つ い て は 、法 第 45 条 の 9 第 7 項 に 基 づ き 、3 分 の 2 以 上 に 代 え て 、こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 め る こ と も 可

能 で あ る 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 一 四 条  評 議 員 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録 を 作 成 す る 。 

２  出 席 し た 評 議 員 及 び 理 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。  

（ 備 考 一 ）  

記 名 押 印 で は な く 署 名 と す る こ と も 可 能 。  

（ 備 考 二 ）  

第 二 項 に か か わ ら ず 、 議 長 及 び 会 議 に 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名 人 二 名 が こ れ に 署 名 し 、

又 は 記 名 押 印 す る こ と と し て も 差 し 支 え な い こ と 。  

 

第 四 章  役 員 及 び＜会計監査人並びに＞職 員  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 定 数 ）  

第 一 五 条  こ の 法 人 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

（ １ ） 理 事  〇 〇 名 以 上 ○ ○ 名 以 内  

（ ２ ） 監 事  〇 〇 名 以 上  

２  理 事 の う ち 一 名 を 理 事 長 と す る 。  

３  理 事 長 以 外 の 理 事 の う ち 、 ○ 名 を 業 務 執 行 理 事 と す る 。  

＜ ４  こ の 法 人 に 会 計 監 査 人 を 置 く 。 ＞  

（ 備 考 ）  

（ １ ） 理 事 は 6 名 以 上 、 監 事 は 2 名 以 上 と す る こ と 。  

（ ２ ） 理 事 及 び 監 事 の 定 数 は 確 定 数 と す る こ と も 可 能 。  

（ ３ ）業 務 執 行 理 事 に つ い て は 、「 理 事 長 以 外 の 理 事 の う ち 、○ 名 を 業 務 執 行 理 事 と す る こ と が で き る 。」と 定 め る こ

と も 可 能 。  

（ ４ ） 会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

（ ５ ）社 会 福 祉 法 の 名 称 と は 異 な る 通 称 名 や 略 称 を 定 款 に 使 用 す る 場 合（ 例 え ば 、理 事 長 を「 会 長 」と 表 記 す る よ う

な 場 合 ） に は 、「 法 律 上 の 名 称 」 と 定 款 で 使 用 す る 名 称 が ど の よ う な 関 係 に あ る の か を 、 定 款 上 、 明 確 に す る 必 要

が あ る こ と 。  

＜ 例 ＞ 理 事 長 、 業 務 執 行 理 事 の 役 職 名 を 、 会 長 、 常 務 理 事 と す る 場 合 の 例  

２  理 事 の う ち 1 名 を 、 会 長 、 ○ 名 を 常 務 理 事 と す る 。  

３  前 項 の 会 長 を も っ て 社 会 福 祉 法 の 理 事 長 と し 、常 務 理 事 を も っ て 同 法 第 45 条 の 16 第 2 項 第 2 号 の 業 務 執 行

理 事 と す る 。  
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（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 選 任 ）  

第 一 六 条  理 事 及 び 監 事 ＜ 並 び に 会 計 監 査 人 ＞ は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。  

２  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か ら 選 定 す る 。 

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 一 七 条  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 職 務 を 執 行 す

る 。  

２  理 事 長 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 人 を 代 表 し 、 そ の 業 務 を 執 行

し 、 業 務 執 行 理 事 は 、 ＜ 例 ： 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 人 の 業 務 を 分

担 執 行 す る 。 ＞  

３  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 3 箇 月 に 1 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 備 考 ）  

理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 の 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 す る 頻 度 に つ い て は 、 定 款 で 、 毎 会 計 年 度 に

4 月 を 超 え る 間 隔 で 2 回 以 上 と す る こ と も 可 能 で あ る （ 法 第 45 条 の 16 第 3 項 ）。  

＜ 例 ＞  

３  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 毎 会 計 年 度 に 4 箇 月 を 超 え る 間 隔 で 2 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事

会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 監 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 一 八 条  監 事 は 、 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 監 査 報 告 を 作 成

す る 。  

２  監 事 は 、 い つ で も 、 理 事 及 び 職 員 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め 、 こ の 法 人 の 業 務 及 び 財 産 の

状 況 の 調 査 を す る こ と が で き る 。  

（ 備 考 ）  

  会 計 監 査 人 を 置 く 場 合 は 、 次 の 条 を 追 加 す る こ と 。  

（ 会 計 監 査 人 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 ○ 条  会 計 監 査 人 は 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、こ の 法 人 の 計 算 書 類（ 貸 借 対 照 表 、資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活

動 計 算 書 ） 並 び に こ れ ら の 附 属 明 細 書 及 び 財 産 目 録 を 監 査 し 、 会 計 監 査 報 告 を 作 成 す る 。  

２  会 計 監 査 人 は 、い つ で も 、次 に 掲 げ る も の の 閲 覧 及 び 謄 写 を し 、又 は 理 事 及 び 職 員 に 対 し 、会 計 に 関 す る 報 告 を

求 め る こ と が で き る 。  

(1) 会 計 帳 簿 又 は こ れ に 関 す る 資 料 が 書 面 を も っ て 作 成 さ れ て い る と き は 、 当 該 書 面  

(2) 会 計 帳 簿 又 は こ れ に 関 す る 資 料 が 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ て い る と き は 、当 該 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た

事 項 を 法 令 で 定 め る 方 法 に よ り 表 示 し た も の  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 任 期 ）  

第 一 九 条  理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 選 任 後 二 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関

す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  理 事 又 は 監 事 は 、 第 一 五 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ

り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 理 事 又 は 監 事 と し て の 権 利 義 務

を 有 す る 。  

＜ ３  会 計 監 査 人 の 任 期 は 、 選 任 後 一 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定
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時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 た だ し 、 そ の 定 時 評 議 員 会 に お い て 別 段 の 決 議 が さ れ な

か っ た と き は 、 再 任 さ れ た も の と み な す 。 ＞  

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

（ 備 考 二 ）  

理 事 の 任 期 は 、 定 款 に よ っ て 短 縮 す る こ と も で き る （ 法 第 45 条 ）。  

 法 第 45 条 に 基 づ き 、補 欠 理 事 又 は 監 事 の 任 期 を 退 任 し た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 満 了 時 ま で と す る 場 合 に は 、第 1 項

の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る こ と 。  

２  補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 前 任 者 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る こ と が で き る 。  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 解 任 ）  

第 二 〇 条  理 事 又 は 監 事 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す

る こ と が で き る 。  

(1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。  

(2) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

＜ ２  会 計 監 査 人 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と

が で き る 。  

(1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。  

(2) 会 計 監 査 人 と し て ふ さ わ し く な い 非 行 が あ っ た と き 。  

(3) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

３  監 事 は 、会 計 監 査 人 が 、前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、（ 監 事 全 員 の 同 意 に よ り 、）

会 計 監 査 人 を 解 任 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 監 事 は 、 解 任 し た 旨 及 び 解 任 の 理 由 を 、 解

任 後 最 初 に 招 集 さ れ る 評 議 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。 ＞  

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 報 酬 等 ）  

第 二 一 条  理 事 及 び 監 事 に 対 し て 、 ＜ 例 ： 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 総 額 の 範 囲 内 で 、 評 議

員 会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を ＞ 報 酬 等 と し て 支 給 す る

こ と が で き る 。  

＜ ２  会 計 監 査 人 に 対 す る 報 酬 等 は 、 監 事 の 過 半 数 の 同 意 を 得 て 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。 ＞ 

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 （ 備 考 二 ）  

  第 １ 項 の と お り 、理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額 に つ い て 定 款 に 定 め な い と き は 、評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 必 要

が あ る 。  

 （ 備 考 三 ）  

  費 用 弁 償 分 に つ い て は 報 酬 等 に 含 ま れ な い 。  

 

（ 職 員 ）  

第 二 二 条  こ の 法 人 に 、 職 員 を 置 く 。  

２  こ の 法 人 の 設 置 経 営 す る 施 設 の 長 他 の 重 要 な 職 員（ 以 下「 施 設 長 等 」と い う 。）は 、理 事 会

に お い て 、 選 任 及 び 解 任 す る 。  

３  施 設 長 等 以 外 の 職 員 は 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  

（ 備 考 一 ）  
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運 営 協 議 会 （ 地 域 や 利 用 者 の 意 見 を 法 人 運 営 に 反 映 さ せ る べ く 、 地 域 の 代 表 者 や 利 用 者 又 は 利 用 者 の 家 族 の 代 表

者 等 を 構 成 員 と し て 社 会 福 祉 法 人 が 任 意 で 設 置 す る も の ） を 設 け る 場 合 に は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  運 営 協 議 会  

（ 運 営 協 議 会 の 設 置 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 に 、 運 営 協 議 会 を 置 く 。  

（ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 定 数 ）  

第 ○ 条  運 営 協 議 会 の 委 員 は ○ 名 と す る 。  

  （ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 選 任 ）  

第 ○ 条  運 営 協 議 会 の 委 員 は 、 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 理 事 長 が 選 任 す る 。  

(1) 地 域 の 代 表 者  

(2) 利 用 者 又 は 利 用 者 の 家 族 の 代 表 者  

(3) そ の 他 理 事 長 が 適 当 と 認 め る 者  

（ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 定 数 の 変 更 ）  

第 ○ 条  法 人 が 前 々 条 に 定 め る 定 数 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 運 営 協 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 意 見 の 聴 取 ）   

第 ○ 条  理 事 長 は 、 必 要 に 応 じ て 、 運 営 協 議 会 か ら 、 地 域 や 利 用 者 の 意 見 を 聴 取 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 〇 条  運 営 協 議 会 に つ い て は 、 こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

 

（ 備 考 二 ）  

社 会 福 祉 協 議 会 及 び 社 団 的 な 法 人 で 会 員 制 度 を 設 け る 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  会 員  

（ 会 員 ）    

第 〇 条  こ の 法 人 に 会 員 を 置 く 。  

２  会 員 は 、 こ の 法 人 の 目 的 に 賛 同 し 、 目 的 達 成 の た め 必 要 な 援 助 を 行 う も の と す る 。  

３  会 員 に 関 す る 規 程 は 、 別 に 定 め る 。  

 

（ 備 考 三 ）  

都 道 府 県 社 会 福 祉 協 議 会 で あ る 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  運 営 適 正 化 委 員 会  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 設 置 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 に 、 社 会 福 祉 法 に 規 定 す る 運 営 適 正 化 委 員 会 （ 以 下 「 運 営 適 正 化 委 員 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 定 数 ）  

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 は ○ 名 と す る 。  

  （ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 選 任 ）  

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 は 、 本 法 人 に 置 か れ る 選 考 委 員 会 の 同 意 を 得 て 、 会 長 が 選 任 す る 。  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 定 数 の 変 更 ）  

第 ○ 条  法 人 が 前 条 に 定 め る 定 数 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 運 営 適 正 化 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 業 務 の 報 告 ）   

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 は そ の 業 務 の 状 況 及 び 成 果 に つ い て 、 理 事 会 に 定 期 的 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 〇 条  運 営 適 正 化 委 員 会 に つ い て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も

の と す る 。  

 

第 五 章  理 事 会  
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（ 構 成 ）  

第 二 三 条  理 事 会 は 、 全 て の 理 事 を も っ て 構 成 す る 。  

 

（ 権 限 ）  

第 二 四 条  理 事 会 は 、 次 の 職 務 を 行 う 。 た だ し 、 日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の に つ い

て は 理 事 長 が 専 決 し 、 こ れ を 理 事 会 に 報 告 す る 。  

(1) こ の 法 人 の 業 務 執 行 の 決 定  

(2) 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督  

(3) 理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 の 選 定 及 び 解 職  

（ 備 考 ）   

（ １ ）「 日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の 」 の 例 と し て は 、 次 の よ う な 業 務 が あ る 。 な お 、 こ れ ら は 例 示 で あ っ

て 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 き 、 こ れ ら 以 外 の 業 務 で あ っ て も 理 事 会 に お い て 定 め る こ と は 差 し 支

え な い こ と 。  

①  「 施 設 長 等 の 任 免 そ の 他 重 要 な 人 事 」 を 除 く 職 員 の 任 免  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 人 事 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 と し て の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理

事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

②  職 員 の 日 常 の 労 務 管 理 ・ 福 利 厚 生 に 関 す る こ と  

③  債 権 の 免 除 ・ 効 力 の 変 更 の う ち 、 当 該 処 分 が 法 人 に 有 利 で あ る と 認 め ら れ る も の 、 そ の 他 や む を 得 な い 特 別

の 理 由 が あ る と 認 め ら れ る も の  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

④  設 備 資 金 の 借 入 に 係 る 契 約 で あ っ て 予 算 の 範 囲 内 の も の  

⑤  建 設 工 事 請 負 や 物 品 納 入 等 の 契 約 の う ち 次 の よ う な 軽 微 な も の  

ア  日 常 的 に 消 費 す る 給 食 材 料 、 消 耗 品 等 の 日 々 の 購 入  

イ  施 設 設 備 の 保 守 管 理 、 物 品 の 修 理 等  

ウ  緊 急 を 要 す る 物 品 の 購 入 等  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 契 約 の 金 額 及 び 範 囲 に つ い て は 、随 意 契 約 に よ る こ と が で き る 場 合 の 基 準 も 参 酌 し

な が ら 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理 事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し

て お く こ と 。  

⑥  基 本 財 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 及 び 改 良 等 の た め の 支 出 並 び に こ れ ら の 処 分  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 取 得 等 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理 事 会

が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

⑦  損 傷 そ の 他 の 理 由 に よ り 不 要 と な っ た 物 品 又 は 修 理 を 加 え て も 使 用 に 耐 え な い と 認 め ら れ る 物 品 の 売 却 又 は

廃 棄  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る 固 定 資 産 を 除 く 。  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で 処 分 で き る 固 定 資 産 等 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る

の で 、 理 事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

⑧  予 算 上 の 予 備 費 の 支 出  

⑨  入 所 者 ・ 利 用 者 の 日 常 の 処 遇 に 関 す る こ と  

⑩  入 所 者 の 預 り 金 の 日 常 の 管 理 に 関 す る こ と  

⑪  寄 付 金 の 受 入 れ に 関 す る 決 定  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

（ 注 ） 寄 付 金 の 募 集 に 関 す る 事 項 は 専 決 で き な い こ と 。  

な お 、 こ れ ら の 中 に は 諸 規 程 に お い て 定 め る 契 約 担 当 者 に 委 任 さ れ る も の も 含 ま れ る 。  
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（ 招 集 ）  

第 二 五 条  理 事 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。  

２  理 事 長 が 欠 け た と き 又 は 理 事 長 に 事 故 が あ る と き は 、 各 理 事 が 理 事 会 を 招 集 す る 。  

 

（ 決 議 ）  

第 二 六 条  理 事 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を 除 く 理 事 の 過 半 数 が

出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、理 事（ 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に 加 わ る こ と が で き る も の に 限 る 。）

の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き （ 監 事 が 当 該 提 案 に つ い て 異

議 を 述 べ た と き を 除 く 。） は 、 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 備 考 ）  

第 一 項 に つ い て は 、 法 第 45 条 の 14 第 4 項 に 基 づ き 、 過 半 数 に 代 え て 、 こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め る こ と も

可 能 で あ る 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 二 七 条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録 を 作 成 す る 。  

２  出 席 し た 理 事 及 び 監 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。  

（ 備 考 一 ）  

 記 名 押 印 で は な く 署 名 と す る こ と も 可 能 。  

（ 備 考 二 ）  

定 款 で 、署 名 し 、又 は 記 名 押 印 す る 者 を 、当 該 理 事 会 に 出 席 し た 理 事 長 及 び 監 事 と す る こ と も で き る（ 法 第 45 条

の 14 第 6 項 ）。  

 

第 六 章  資 産 及 び 会 計  

 

（ 資 産 の 区 分 ）  

第 二 八 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 こ れ を 分 け て 基 本 財 産 と そ の 他 財 産 の 二 種 と す る 。  

２  基 本 財 産 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 産 を も っ て 構 成 す る 。  

（ １ ） 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 所 在 の 木 造 瓦 葺 平 家 建 〇 〇 保 育 園 園 舎  一 棟 （    平 方

メ ー ト ル ）  

（ ２ ） 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 所 在 の 〇 〇 保 育 園  敷 地 （ 平 方    メ ー ト ル ）  

３  そ の 他 財 産 は 、 基 本 財 産 以 外 の 財 産 と す る 。  

４  基 本 財 産 に 指 定 さ れ て 寄 附 さ れ た 金 品 は 、 速 や か に 第 二 項 に 掲 げ る た め 、 必 要 な 手 続 を と

ら な け れ ば な ら な い 。  

 （ 備 考 ）  

公 益 及 び 収 益 を 目 的 と す る 事 業 を 行 う 場 合 に は 、 次 の よ う に 記 載 す る こ と 。  

（ 資 産 の 区 分 ）  

第 二 八 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、こ れ を 分 け て 基 本 財 産 、そ の 他 財 産 、公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産（ 公 益 事 業

又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の み を 記 載 ） の 四 種 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず

れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 三 種 ） と す る 。  

２  本 文 第 二 項 に 同 じ 。  

３  そ の 他 財 産 は 、 基 本 財 産 、 公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う

場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の み を 記 載 ） 以 外 の 財 産 と す る 。  

４  公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の
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み を 記 載 ） は 、 第 〇 条 に 掲 げ る 公 益 を 目 的 と す る 事 業 及 び 第 〇 条 に 掲 げ る 収 益 を 目 的 と す る 事 業 （ 公 益 を 目 的 と

す る 事 業 又 は 収 益 を 目 的 と す る 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 の み を 記 載 ） の 用 に 供 す る 財 産 と す

る 。  

５  本 文 第 四 項 に 同 じ 。  

 

（ 基 本 財 産 の 処 分 ）  

第 二 九 条  基 本 財 産 を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き は 、 理 事 会 及 び 評 議 員 会 の 承 認

を 得 て 、〔 所 轄 庁 〕 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、〔 所

轄 庁 〕 の 承 認 は 必 要 と し な い 。  

一  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 に 対 し て 基 本 財 産 を 担 保 に 供 す る 場 合 

二  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 と 協 調 融 資 （ 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 の 福 祉 貸 付 が 行 う 施

設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 と 併 せ て 行 う 同 一 の 財 産 を 担 保 と す る 当 該 施 設 整 備 の た

め の 資 金 に 対 す る 融 資 を い う 。以 下 同 じ 。）に 関 す る 契 約 を 結 ん だ 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基

本 財 産 を 担 保 に 供 す る 場 合 （ 協 調 融 資 に 係 る 担 保 に 限 る 。）  

三  社 会 福 祉 施 設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 を 行 う 確 実 な 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基 本 財

産 を 担 保 に 供 す る 場 合 で 、 当 該 事 業 計 画 が 適 切 で あ る と の 関 係 行 政 庁 に よ る 意 見 書 を 所 轄

庁 に 届 け 出 た 場 合 。 な お 、 当 該 貸 付 に 係 る 償 還 が 滞 っ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 所 轄 庁 に 届 け

出 る も の と す る 。  

 

（ 資 産 の 管 理 ）  

第 三 〇 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 理 事 会 の 定 め る 方 法 に よ り 、 理 事 長 が 管 理 す る 。 

２  資 産 の う ち 現 金 は 、 確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ 、 確 実 な 信 託 会 社 に 信 託 し 、 又 は 確 実 な 有

価 証 券 に 換 え て 、 保 管 す る 。  

（ 備 考 ）  

基 本 財 産 以 外 の 資 産 に お い て 、 株 式 投 資 又 は 株 式 を 含 む 投 資 信 託 等 に よ る 管 理 運 用 を 行 う 場 合 に は 、 第 二 項 の 次

に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 基 本 財 産 以 外 の 資 産 の 現 金 の 場 合 に つ い て は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 株 式 に 換 え て

保 管 す る こ と が で き る 。  

 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

第 三 一 条  こ の 法 人 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 開 始 の 日 の 前 日 ま で

に 、理 事 長 が 作 成 し 、＜ 例 1：理 事 会 の 承 認 、例 2：理 事 会 の 決 議 を 経 て 、評 議 員 会 の 承 認 ＞

を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 書 類 に つ い て は 、 主 た る 事 務 所 （ 及 び 従 た る 事 務 所 ） に 、 当 該 会 計 年 度 が 終 了 す る

ま で の 間 備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）  

第 三 二 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 、 理 事 長 が 次 の 書 類 を

作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

(1) 事 業 報 告  

(2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

(3) 貸 借 対 照 表  

(4) 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ）  

(5) 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ） の 附 属 明 細 書  

(6) 財 産 目 録  
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２  前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 1 号 、 第 3 号 、 第 4 号 及 び 第 6 号 の 書 類 に つ い て は 、

定 時 評 議 員 会 に 提 出 し 、第 1 号 の 書 類 に つ い て は そ の 内 容 を 報 告 し 、そ の 他 の 書 類 に つ い て

は 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  第 1 項 の 書 類 の ほ か 、次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に 5 年 間（ 、ま た 、従 た る 事 務 所 に 3 年 間 ）

備 え 置 き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る と と も に 、定 款 を 主 た る 事 務 所（ 及 び 従 た る 事 務 所 に ）に 備

え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

(1) 監 査 報 告  

(2) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類  

(4) 事 業 の 概 要 等 を 記 載 し た 書 類  

（ 備 考 ） 会 計 監 査 人 を 置 い て い る 場 合 の 例  

第 三 二 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 、 理 事 長 が 次 の 書 類 を 作 成 し 、 監 事 の 監 査

を 受 け 、 か つ 、 第 3 号 か ら 第 6 号 ま で の 書 類 に つ い て 会 計 監 査 人 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

(1) 事 業 報 告  

(2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

(3) 貸 借 対 照 表  

(4) 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ）  

(5) 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ） の 附 属 明 細 書  

(6) 財 産 目 録  

２  前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 1 号 、 第 3 号 、 第 4 号 及 び 第 6 号 の 書 類 に つ い て は 、 定 時 評 議 員 会 に 報 告

す る も の と す る 。 た だ し 、 社 会 福 祉 法 施 行 規 則 第 二 条 の 三 十 九 に 定 め る 要 件 に 該 当 し な い 場 合 に は 、 第 1 号 の 書

類 を 除 き 、 定 時 評 議 員 会 へ の 報 告 に 代 え て 、 定 時 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  第 1 項 の 書 類 の ほ か 、 次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に 5 年 間 （ 、 ま た 、 従 た る 事 務 所 に 3 年 間 ） 備 え 置 き 、 一 般 の

閲 覧 に 供 す る と と も に 、定 款 を 主 た る 事 務 所（ 及 び 従 た る 事 務 所 ）に 備 え 置 き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

(1) 監 査 報 告  

(2) 会 計 監 査 報 告  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿  

(4) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類  

(5) 事 業 の 概 要 等 を 記 載 し た 書 類  

 

（ 会 計 年 度 ）  

第 三 三 条  こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 四 月 一 日 に 始 ま り 、 翌 年 三 月 三 一 日 を も っ て 終 わ る 。 

 

（ 会 計 処 理 の 基 準 ）  

第 三 四 条  こ の 法 人 の 会 計 に 関 し て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 理 事 会

に お い て 定 め る 経 理 規 程 に よ り 処 理 す る 。  

 

（ 臨 機 の 措 置 ）  

第 三 五 条  予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、 新 た に 義 務 の 負 担 を し 、 又 は 権 利 の 放 棄 を し よ う

と す る と き は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 が な け れ ば な ら な い 。 

 （ 備 考 一 ）   

公 益 事 業 を 行 う 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  公 益 を 目 的 と す る 事 業  

（ 種 別 ）  
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第 〇 条  こ の 法 人 は 、社 会 福 祉 法 第 二 六 条 の 規 定 に よ り 、利 用 者 が 、個 人 の 尊 厳 を 保 持 し つ つ 、自 立 し た 生 活 を 地 域

社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う 支 援 す る こ と な ど を 目 的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 〇 〇 の 事 業  

（ ２ ） 〇 〇 の 事 業    

２  前 項 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 注 １ ）具 体 的 な 目 的 の 記 載 は 、事 業 の 種 別 に 応 じ 、社 会 福 祉 法 の 基 本 的 理 念 及 び そ れ ぞ れ の 法 人 の 理 念 に 沿 っ て

記 載 す る こ と 。  

（ 注 ２ ） 上 記 記 載 は 、 あ く ま で 一 例 で あ る の で 、（ 注 １ ） を 踏 ま え 、 法 人 の 実 態 に 即 し た 記 述 と す る こ と 。  

（ 注 ３ ）公 益 事 業 の う ち 、規 模 が 小 さ く 社 会 福 祉 事 業 と 一 体 的 に 行 わ れ る 事 業 又 は 社 会 福 祉 事 業 の 用 に 供 す る 施 設

の 機 能 を 活 用 し て 行 う 事 業 に つ い て は 、 必 ず し も 定 款 の 変 更 を 行 う こ と を 要 し な い こ と 。  

（ 備 考 二 ）  

収 益 事 業 を 行 う 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  収 益 を 目 的 と す る 事 業  

（ 種 別 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 二 六 条 の 規 定 に よ り 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 〇 〇 業  

（ ２ ） 〇 〇 業  

２  前 項 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 備 考 ）  

事 業 種 類 は 、 事 業 の 内 容 が 理 解 で き る よ う 具 体 的 に 記 載 す る こ と 。  

（ 収 益 の 処 分 ）   

第 〇 条  前 条 の 規 定 に よ っ て 行 う 事 業 か ら 生 じ た 収 益 は 、 こ の 法 人 の 行 う 社 会 福 祉 事 業 又 は 公 益 事 業 （ 社 会 福 祉 法

施 行 令 （ 昭 和 三 三 年 政 令 第 一 八 五 号 ） 第 一 三 条 及 び 平 成 一 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 八 三 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。）

に 充 て る も の と す る 。  

（ 備 考 ）  

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法（ 昭 和 三 九 年 法 律 第 一 二 九 号 ）第 一 四 条 に 基 づ く 資 金 の 貸 付 を 受 け て 行 う 、同 法 施 行 令（ 昭

和 三 九 年 政 令 第 二 二 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 に つ い て は 、 本 条 は 必 要 な い こ と 。  

 

第 七 章  解 散  

 

（ 解 散 ）  

第 三 六 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 四 六 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 解 散 事

由 に よ り 解 散 す る 。  

 

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 三 七 条  解 散（ 合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。）し た 場 合 に お け る 残 余 財 産 は 、評 議 員 会 の

決 議 を 得 て 、 社 会 福 祉 法 人 並 び に 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 学 校 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の う ち か ら

選 出 さ れ た も の に 帰 属 す る 。  

 

第 八 章  定 款 の 変 更  

 

（ 定 款 の 変 更 ）  

第 三 八 条  こ の 定 款 を 変 更 し よ う と す る と き は 、評 議 員 会 の 決 議 を 得 て 、〔 所 轄 庁 〕の 認 可（ 社

会 福 祉 法 第 四 五 条 の 三 六 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。）

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
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２  前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 〔 所

轄 庁 〕 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

第 九 章  公 告 の 方 法 そ の 他  

 

（ 公 告 の 方 法 ）  

第 三 九 条  こ の 法 人 の 公 告 は 、 社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 の 掲 示 場 に 掲 示 す る と と も に 、 官 報 、

新 聞 又 は 電 子 公 告 に 掲 載 し て 行 う 。  

（ 備 考 ）  

解 散 時 の 債 権 申 出 の 催 告 及 び 破 産 手 続 の 開 始 に つ い て は 、 官 報 に よ っ て 公 告 す る こ と 。  

 

（ 施 行 細 則 ）  

第 四 〇 条  こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

 

 

附  則  

こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 、 評 議 員 ＜ 、 会 計 監 査 人 ＞ は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 こ の

法 人 の 成 立 後 遅 滞 な く 、 こ の 定 款 に 基 づ き 、 役 員 の 選 任 を 行 う も の と す る 。 

  理 事 長  

  理  事  

   〃  

   〃  

   〃  

   〃  

  監  事  

   〃  

評 議 員  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

＜ 会 計 監 査 人 ＞  

 

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 備 考 二 ）  

平 成 29 年 4 月 1 日 前 に 設 立 さ れ た 法 人 は 、 評 議 員 及 び 会 計 監 査 人 の 定 め は 不 要 。  
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（参考資料２）  

社会福祉法人定款例（租税特別措置法第４０条適用版） 

 

社 会 福 祉 法 人 定 款 例  

社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 定 款  

 

第 一 章  総 則  

 

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、多 様 な 福 祉 サ ー ビ ス が そ の 利 用 者 の 意

向 を 尊 重 し て 総 合 的 に 提 供 さ れ る よ う 創 意 工 夫 す る こ と に よ り 、 利 用 者 が 、 個 人 の 尊 厳 を 保

持 し つ つ 、 自 立 し た 生 活 を 地 域 社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う 支 援 す る こ と を 目 的 と し

て 、 次 の 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 第 一 種 社 会 福 祉 事 業  

（ イ ） 障 害 児 入 所 施 設 の 経 営  

（ ロ ） 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 経 営  

（ ハ ） 障 害 者 支 援 施 設 の 経 営  

（ ２ ） 第 二 種 社 会 福 祉 事 業  

（ イ ） 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

（ ロ ） 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー の 経 営  

（ ハ ） 保 育 所 の 経 営  

（ ニ ） 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

（ ホ ） 相 談 支 援 事 業 の 経 営  

（ ヘ ） 移 動 支 援 事 業 の 経 営  

（ ト ） 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 経 営  

（ チ ） 福 祉 ホ ー ム の 経 営  

 （ 備 考 ）  

  （ １ ）具 体 的 な 記 載 は 、社 会 福 祉 法 の 基 本 的 理 念 に 合 致 す る も の で あ る と と も に 、そ れ ぞ れ の 法 人 の 設 立 の 理 念 を

体 現 す る も の と す る こ と 。  

  （ ２ ） 児 童 福 祉 に 関 す る 事 業 を 行 う 法 人 に お い て は 、「 心 身 と も に 健 や か に 育 成 さ れ る 」 と の 趣 旨 に 合 致 す る も の

と す る こ と 。  

  （ ３ ） 上 記 記 載 は 、 あ く ま で 一 例 で あ る の で 、（ １ ）、（ ２ ） を 踏 ま え 、 法 人 の 実 態 に 即 し た 記 述 と す る こ と 。  

  （ ４ ） 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 に あ っ て は 、 次 の 例 に な ら っ て 記 載 す る こ と 。  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、○ ○ 市（ 区 町 村 ）に お け る 社 会 福 祉 事 業 そ の 他 の 社 会

福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 及 び 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 の 活 性 化 に よ り 、地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と

を 目 的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 企 画 及 び 実 施  

（ ２ ） 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 へ の 住 民 の 参 加 の た め の 援 助  

（ ３ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 関 す る 調 査 、 普 及 、 宣 伝 、 連 絡 、 調 整 及 び 助 成  

（ ４ ）（ １ ） か ら （ ３ ） ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 を 図 る た め に 必

要 な 事 業  

（ ５ ） 地 区 社 会 福 祉 協 議 会 の 相 互 の 連 絡 及 び 事 業 の 調 整 の 事 業 （ 指 定 都 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 限 る 。）  

（ ６ ） 共 同 募 金 事 業 へ の 協 力  

※網掛け部分は、租税特別措置法第４０条の適用
を受ける上での確認事項です。  

「 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 昭 和 3 2 年 政 令 第 4 3 号 ） 第 2 5 条 の 1 7 第 6 項 第 1 号 の 要 件 を 満 た す 社 会 福 祉 法 人 の 定 款 の 例 に

つ い て 」（ 平 成 2 9 年 3 月 2 9 日 事 務 連 絡 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 通 知 ） よ り 引 用 、 一 部 改 正  
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（ ７ ） 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業  

（ ８ ） 福 祉 関 係 各 法 に 基 づ き 実 施 さ れ る 事 業 の 経 営  

（ 注 ） 記 載 に 当 た っ て は 、 第 一 条 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 例 に よ る こ と 。  

（ ９ ） そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 の た め 必 要 な 事 業  

（ ５ ） 都 道 府 県 社 会 福 祉 協 議 会 に あ っ て は 、 次 の 例 に な ら っ て 記 載 す る こ と 。  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人（ 以 下「 法 人 」と い う 。）は 、○ ○ 県（ 都 道 府 ）に お け る 社 会 福 祉 事 業 そ の 他 の 社 会 福

祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 及 び 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 の 活 性 化 に よ り 、 地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と を 目

的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 企 画 及 び 実 施      

（ ２ ） 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 へ の 住 民 の 参 加 の た め の 援 助  

（ ３ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 関 す る 調 査 、 普 及 、 宣 伝 、 連 絡 、 調 整 及 び 助 成  

（ ４ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 を 経 営 す る 者 へ の 支 援 に 関 す る 事 業  

（ ５ ）（ １ ）か ら（ ３ ）ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 を 図 る た め に 必 要 な

事 業  

（ ６ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 従 事 す る 者 の 養 成 及 び 研 修  

（ ７ ） 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 経 営 に 関 す る 指 導 及 び 助 言  

（ ８ ） 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 の 相 互 の 連 絡 及 び 事 業 の 調 整  

（ ９ ） 共 同 募 金 事 業 へ の 協 力  

（ 10） ○ ○ 県 福 祉 人 材 セ ン タ ー の 業 務 の 実 施  

（ 11） 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業  

（ 12） 福 祉 関 係 各 法 に 基 づ き 実 施 さ れ る 事 業 の 経 営  

（ 注 ） 記 載 に 当 た っ て は 、 第 一 条 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 例 に よ る こ と 。  

（ 13） そ の 他 本 会 の 目 的 達 成 の た め 必 要 な 事 業  

 

（ 名 称 ）  

第 二 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 と い う 。  

 

（ 経 営 の 原 則 等 ）  

第 三 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 事 業 の 主 た る 担 い 手 と し て ふ さ わ し い 事 業 を 確 実 、 効 果 的 か つ

適 正 に 行 う た め 、 自 主 的 に そ の 経 営 基 盤 の 強 化 を 図 る と と も に 、 そ の 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス

の 質 の 向 上 並 び に 事 業 経 営 の 透 明 性 の 確 保 を 図 り 、 も っ て 地 域 福 祉 の 推 進 に 努 め る も の と す

る 。  

２  こ の 法 人 は 、 地 域 社 会 に 貢 献 す る 取 組 と し て 、（ 地 域 の 独 居 高 齢 者 、 子 育 て 世 帯 、 経 済 的

に 困 窮 す る 者  等 ） を 支 援 す る た め 、 無 料 又 は 低 額 な 料 金 で 福 祉 サ ー ビ ス を 積 極 的 に 提 供 す

る も の と す る 。  

 

（ 事 務 所 の 所 在 地 ）  

第 四 条  こ の 法 人 の 事 務 所 を 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 に 置 く 。  

２  前 項 の ほ か 、 従 た る 事 務 所 を 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 に 置 く 。 

（ 備 考 ）  

 最 小 行 政 区 の 市 区 町 村 名 ま で の 記 載 で も 可 能 。  

 

第 二 章  評 議 員  
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（ 評 議 員 の 定 数 ）  

第 五 条  こ の 法 人 に 評 議 員 ○ ○ 名 以 上 ○ ○ 名 以 内 を 置 く 。  

（ 備 考 一 ）  

  確 定 数 と す る こ と も 可 能 。  

（ 備 考 二 ）  

  法 第 40 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 、 在 任 す る 評 議 員 の 人 数 は 理 事 の 人 数 を 超 え る 必 要 が あ る 。 な お 、 平 成 27 年 度 に

お け る 法 人 全 体 の 事 業 活 動 計 算 書 に お け る サ ー ビ ス 活 動 収 益 の 額 が 4 億 円 を 超 え な い 法 人 及 び 平 成 28 年 度 中 に 設 立

さ れ た 法 人 に つ い て は 、 平 成 32 年 3 月 31 日 ま で は 、 評 議 員 の 人 数 は 4 名 以 上 で よ い も の と す る 。  

 

（ 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 ）  

第 六 条  こ の 法 人 に 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 を 置 き 、 評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、 評 議 員 選 任 ・

解 任 委 員 会 に お い て 行 う 。  

２  評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 は 、 監 事 ○ 名 、 事 務 局 員 ○ 名 、 外 部 委 員 ○ 名 の 合 計 ○ 名 で 構 成 す

る 。  

３  選 任 候 補 者 の 推 薦 及 び 解 任 の 提 案 は 、 理 事 会 が 行 う 。 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 の 運 営 に つ

い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

４  選 任 候 補 者 の 推 薦 及 び 解 任 の 提 案 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 者 が 評 議 員 と し て 適 任 及 び 不 適 任

と 判 断 し た 理 由 を 委 員 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

５  評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員 会 の 決 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 た

だ し 、 外 部 委 員 の ○ 名 以 上 が 出 席 し 、 か つ 、 外 部 委 員 の ○ 名 以 上 が 賛 成 す る こ と を 要 す る 。 

（ 備 考 ）  

評 議 員 の 選 任 及 び 解 任 は 、上 記 の 評 議 員 選 任・解 任 委 員 会 以 外 の 中 立 性 が 確 保 さ れ た 方 法 に よ る こ と も 可 能 で あ る 。

な お 、 理 事 又 は 理 事 会 が 評 議 員 を 選 任 し 、 又 は 解 任 す る 旨 の 定 款 の 定 め は 効 力 を 有 し な い （ 法 第 31 条 第 5 項 ）。  

 

 

（ 評 議 員 の 資 格 ）  

第 七 条  社 会 福 祉 法 第 四 十 条 第 四 項 及 び 第 五 項 を 遵 守 す る と と も に 、 こ の 法 人 の 評 議 員 の う ち

に は 、評 議 員 の い ず れ か 一 人 及 び そ の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者（ 租 税 特 別 措 置 法 施 行

令 第 二 十 五 条 の 十 七 第 六 項 第 一 号 に 規 定 す る も の を い う 。以 下 同 じ 。）の 合 計 数 が 、評 議 員 総

数 （ 現 在 数 ） の 三 分 の 一 を 超 え て 含 ま れ る こ と に な っ て は な ら な い 。 

 

（ 評 議 員 の 任 期 ）  

第 八 条  評 議 員 の 任 期 は 、 選 任 後 四 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時

評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  評 議 員 は 、 第 五 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ り 退 任 し

た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 評 議 員 と し て の 権 利 義 務 を 有 す る 。  

（ 備 考 ）  

法 第 41 条 第 1 項 に 基 づ き 、 評 議 員 の 任 期 は 、 定 款 に よ っ て 選 任 後 6 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も

の に 関 す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で 伸 長 す る こ と も で き る 。  

 法 第 41 条 第 2 項 に 基 づ き 、 補 欠 評 議 員 の 任 期 を 退 任 し た 評 議 員 の 任 期 満 了 時 ま で と す る 場 合 に は 、 第 1 項 の 次

に 次 の 一 項 を 加 え る こ と 。  

２  任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 評 議 員 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 評 議 員 の 任 期 は 、 退 任 し た 評 議 員 の 任 期 の 満 了 す る 時

ま で と す る こ と が で き る 。  

 

（ 評 議 員 の 報 酬 等 ）  
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第 九 条  評 議 員 に 対 し て 、 ＜ 例 ： 各 年 度 の 総 額 が ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円 を 超 え な い 範 囲 で 、 評 議 員 会

に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 、 報 酬 と し て ＞ 支 給 す る こ と

が で き る 。  

（ 備 考 一 ）  

無 報 酬 の 場 合 は 、 そ の 旨 を 定 め る こ と 。 な お 、 費 用 弁 償 分 に つ い て は 報 酬 等 に 含 ま れ な い 。  

（ 備 考 二 ）  

民 間 事 業 者 の 役 員 の 報 酬 等 及 び 従 業 員 の 給 与 、 当 該 法 人 の 経 理 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、 不 当 に 高 額 な も

の と な ら な い よ う 、 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 勤 務 形 態 に 応 じ た 報 酬 等 の 区 分 及 び そ の 額 の 算 定 方 法 並 び に 支 給

の 方 法 及 び 形 態 に 関 す る 事 項 を 定 め た 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 定 め 、 公 表 し な け れ ば な ら な い （ 法 第 45 条 の 35、 第

59 条 の 2 第 1 項 第 2 号 ）。  

 

第 三 章  評 議 員 会  

 

（ 構 成 ）  

第 一 〇 条  評 議 員 会 は 、 全 て の 評 議 員 を も っ て 構 成 す る 。  

 

（ 権 限 ）  

第 一 一 条  評 議 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。  

(1) 理 事 及 び 監 事 ＜ 並 び に 会 計 監 査 人 ＞ の 選 任 又 は 解 任  

(2) 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 に 対 す る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準  

(4) 計 算 書 類 （ 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 ） 及 び 財 産 目 録 の 承 認  

(5) 定 款 の 変 更  

(6) 残 余 財 産 の 処 分  

(7) 基 本 財 産 の 処 分  

(8) 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認  

(9) 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算  

(10) 臨 機 の 措 置 （ 予 算 外 の 新 た な 義 務 の 負 担 及 び 権 利 の 放 棄 ）  

(11) 公 益 事 業 ・ 収 益 事 業 に 関 す る 重 要 な 事 項  

(12) 解 散  

(13) そ の 他 評 議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め ら れ た 事 項 

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

(2)に つ い て は 、 本 定 款 例 の よ う に 報 酬 等 の 額 を 定 款 で 定 め な い 場 合 に は 、 評 議 員 会 に お い て 決 定 す る 必 要 が あ る

（ 法 第 45 条 の 16 第 4 項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人 法 第 89 条 、 法 第 45 条 の 18 第 3 項 に お い て 準 用 す る 一 般 法 人

法 第 105 条 第 1 項 ）。  

 

（ 開 催 ）  

第 一 二 条  評 議 員 会 は 、定 時 評 議 員 会 と し て 毎 年 度 ○ 月 に 1 回 開 催 す る ほ か 、（ ○ 月 及 び ）必 要

が あ る 場 合 に 開 催 す る 。  

（ 備 考 ）  

定 時 評 議 員 会 は 、年 に 1 回 、毎 会 計 年 度 の 終 了 後 一 定 の 時 期 に 招 集 し な け れ ば な ら な い（ 法 第 45 条 の 9 第 1 項 ）

の で 、 開 催 時 期 を 定 め て お く こ と が 望 ま し い 。 な お 、「 毎 年 度 ○ 月 」 に つ い て は 、 4 月 ～ 6 月 ま で の 範 囲 と な る 。 開

催 月 を 指 定 し な い 場 合 は「 毎 年 度 ○ 月 」を「 毎 会 計 年 度 終 了 後 ３ ヶ 月 以 内 」と す る こ と も 差 し 支 え な い 。他 方 、臨 時

評 議 員 会 は 、 必 要 が あ る 場 合 に は 、 い つ で も 、 招 集 す る こ と が で き る 。（ 法 第 45 条 の 9 第 2 項 ）。  
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（ 招 集 ）  

第 一 三 条  評 議 員 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 会 の 決 議 に 基 づ き 理 事 長 が

招 集 す る 。  

２  評 議 員 は 、 理 事 長 に 対 し 、 評 議 員 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し て 、 評 議 員 会

の 招 集 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 

（ 決 議 ）  

第 一 四 条  評 議 員 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の 過

半 数 が 出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 を 除

く 評 議 員 の ＜ 例 ： 3 分 の 2 以 上 ＞ に 当 た る 多 数 を も っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 監 事 の 解 任  

(2) 定 款 の 変 更  

(3) そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項  

３  理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、各 候 補 者 ご と に 第 1 項 の 決 議 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の 候 補 者 の 合 計 数 が 第 16 条 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に

は 、 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者 を 選 任

す る こ と と す る 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 評 議 員 （ 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に 加 わ る こ と が で

き る も の に 限 る 。）の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き は 、評 議 員

会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  

 （ 備 考 ）  

第 一 項 に つ い て は 、法 第 45 条 の 9 第 6 項 に 基 づ き 、過 半 数 に 代 え て 、こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め る こ と も 可

能 で あ る 。（ 例 ： 理 事 の 解 任 等 ）  

第 二 項 に つ い て は 、法 第 45 条 の 9 第 7 項 に 基 づ き 、3 分 の 2 以 上 に 代 え て 、こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 め る こ と も 可

能 で あ る 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 一 五 条  評 議 員 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録 を 作 成 す る 。 

２  出 席 し た 評 議 員 及 び 理 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。  

（ 備 考 一 ）  

記 名 押 印 で は な く 署 名 と す る こ と も 可 能 。  

（ 備 考 二 ）  

第 二 項 に か か わ ら ず 、 議 長 及 び 会 議 に 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名 人 二 名 が こ れ に 署 名 し 、

又 は 記 名 押 印 す る こ と と し て も 差 し 支 え な い こ と 。  

 

第 四 章  役 員 及 び＜会計監査人並びに＞職 員  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 定 数 ）  

第 一 六 条  こ の 法 人 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

（ １ ） 理 事  〇 〇 名 以 上 ○ ○ 名 以 内  

（ ２ ） 監 事  〇 〇 名 以 内  

２  理 事 の う ち 一 名 を 理 事 長 と す る 。  

３  理 事 長 以 外 の 理 事 の う ち 、 ○ 名 を 業 務 執 行 理 事 と す る 。  
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＜ ４  こ の 法 人 に 会 計 監 査 人 を 置 く 。 ＞  

（ 備 考 ）  

（ １ ） 理 事 は 6 名 以 上 、 監 事 は 2 名 以 上 と す る こ と 。  

（ ２ ） 理 事 及 び 監 事 の 定 数 は 確 定 数 と す る こ と も 可 能 。  

（ ３ ）業 務 執 行 理 事 に つ い て は 、「 理 事 長 以 外 の 理 事 の う ち 、○ 名 を 業 務 執 行 理 事 と す る こ と が で き る 。」と 定 め る こ

と も 可 能 。  

（ ４ ） 会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

（ ５ ）社 会 福 祉 法 の 名 称 と は 異 な る 通 称 名 や 略 称 を 定 款 に 使 用 す る 場 合（ 例 え ば 、理 事 長 を「 会 長 」と 表 記 す る よ う

な 場 合 ） に は 、「 法 律 上 の 名 称 」 と 定 款 で 使 用 す る 名 称 が ど の よ う な 関 係 に あ る の か を 、 定 款 上 、 明 確 に す る 必 要

が あ る こ と 。  

＜ 例 ＞ 理 事 長 、 業 務 執 行 理 事 の 役 職 名 を 、 会 長 、 常 務 理 事 と す る 場 合 の 例  

２  理 事 の う ち 1 名 を 、 会 長 、 ○ 名 を 常 務 理 事 と す る 。  

３  前 項 の 会 長 を も っ て 社 会 福 祉 法 の 理 事 長 と し 、常 務 理 事 を も っ て 同 法 第 45 条 の 16 第 2 項 第 2 号 の 業 務 執 行

理 事 と す る 。  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 選 任 ）  

第 一 七 条  理 事 及 び 監 事 ＜ 並 び に 会 計 監 査 人 ＞ は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。  

２  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か ら 選 定 す る 。 

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 役 員 の 資 格 ）  

第 一 八 条  社 会 福 祉 法 第 四 十 四 条 第 六 項 を 遵 守 す る と と も に 、 こ の 法 人 の 理 事 の う ち に は 、 理

事 の い ず れ か 一 人 及 び そ の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 の 合 計 数 が 、 理 事 総 数 （ 現 在 数 ）

の 三 分 の 一 を 超 え て 含 ま れ る こ と に な っ て は な ら な い 。  

２  社 会 福 祉 法 第 四 十 四 条 第 七 項 を 遵 守 す る と と も に 、 こ の 法 人 の 監 事 に は 、 こ の 法 人 の 理 事

（ そ の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 を 含 む 。）及 び 評 議 員（ そ の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ

る 者 を 含 む 。）並 び に 、こ の 法 人 の 職 員 が 含 ま れ て は な ら な い 。ま た 、各 監 事 は 、相 互 に 親 族

そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 で あ っ て は な ら な い 。  

（ 備 考 ）  

監 事 の 人 数 が ６ 人 以 上 で あ る 場 合 に は 、｢ま た 各 監 事 は 、相 互 に 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 で あ っ て は な ら な

い 。｣の 記 載 に つ い て は 、「 監 事 の う ち に は 、監 事 の い ず れ か １ 人 及 び そ の 親 族 そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 の 合 計 数 が

監 事 総 数 （ 現 在 数 ） の 三 分 の 一 を 超 え て 含 ま れ る こ と に は な っ て は な ら な い 。」 で も 可 。  

 

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 一 九 条  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 職 務 を 執 行 す

る 。  

２  理 事 長 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 人 を 代 表 し 、 そ の 業 務 を 執 行

し 、 業 務 執 行 理 事 は 、 ＜ 例 ： 理 事 会 に お い て 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 人 の 業 務 を 分

担 執 行 す る 。 ＞  

３  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 3 箇 月 に 1 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 備 考 ）  

理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 の 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 す る 頻 度 に つ い て は 、 定 款 で 、 毎 会 計 年 度 に

4 月 を 超 え る 間 隔 で 2 回 以 上 と す る こ と も 可 能 で あ る （ 法 第 45 条 の 16 第 3 項 ）。  
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＜ 例 ＞  

３  理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 は 、 毎 会 計 年 度 に 4 箇 月 を 超 え る 間 隔 で 2 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事

会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 監 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 二 〇 条  監 事 は 、 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 監 査 報 告 を 作 成

す る 。  

２  監 事 は 、 い つ で も 、 理 事 及 び 職 員 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求 め 、 こ の 法 人 の 業 務 及 び 財 産 の

状 況 の 調 査 を す る こ と が で き る 。  

（ 備 考 ）  

  会 計 監 査 人 を 置 く 場 合 は 、 次 の 条 を 追 加 す る こ と 。  

（ 会 計 監 査 人 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 ○ 条  会 計 監 査 人 は 、法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、こ の 法 人 の 計 算 書 類（ 貸 借 対 照 表 、資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活

動 計 算 書 ） 並 び に こ れ ら の 附 属 明 細 書 及 び 財 産 目 録 を 監 査 し 、 会 計 監 査 報 告 を 作 成 す る 。  

２  会 計 監 査 人 は 、い つ で も 、次 に 掲 げ る も の の 閲 覧 及 び 謄 写 を し 、又 は 理 事 及 び 職 員 に 対 し 、会 計 に 関 す る 報 告 を

求 め る こ と が で き る 。  

(1) 会 計 帳 簿 又 は こ れ に 関 す る 資 料 が 書 面 を も っ て 作 成 さ れ て い る と き は 、 当 該 書 面  

(2) 会 計 帳 簿 又 は こ れ に 関 す る 資 料 が 電 磁 的 記 録 を も っ て 作 成 さ れ て い る と き は 、当 該 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た

事 項 を 法 令 で 定 め る 方 法 に よ り 表 示 し た も の  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 任 期 ）  

第 二 一 条  理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 選 任 後 二 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関

す る 定 時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  理 事 又 は 監 事 は 、 第 一 五 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き は 、 任 期 の 満 了 又 は 辞 任 に よ

り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た 者 が 就 任 す る ま で 、 な お 理 事 又 は 監 事 と し て の 権 利 義 務

を 有 す る 。  

＜ ３  会 計 監 査 人 の 任 期 は 、 選 任 後 一 年 以 内 に 終 了 す る 会 計 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定

時 評 議 員 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 た だ し 、 そ の 定 時 評 議 員 会 に お い て 別 段 の 決 議 が さ れ な

か っ た と き は 、 再 任 さ れ た も の と み な す 。 ＞  

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

（ 備 考 二 ）  

理 事 の 任 期 は 、 定 款 に よ っ て 短 縮 す る こ と も で き る （ 法 第 45 条 ）。  

 法 第 45 条 に 基 づ き 、補 欠 理 事 又 は 監 事 の 任 期 を 退 任 し た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 満 了 時 ま で と す る 場 合 に は 、第 1 項

の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る こ と 。  

２  補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事 又 は 監 事 の 任 期 は 、 前 任 者 の 任 期 の 満 了 す る 時 ま で と す る こ と が で き る 。  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 解 任 ）  

第 二 二 条  理 事 又 は 監 事 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す

る こ と が で き る 。  

(1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。  

(2) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

＜ ２  会 計 監 査 人 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と

が で き る 。  

(1) 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 、 又 は 職 務 を 怠 っ た と き 。  
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(2) 会 計 監 査 人 と し て ふ さ わ し く な い 非 行 が あ っ た と き 。  

(3) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

３  監 事 は 、会 計 監 査 人 が 、前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、（ 監 事 全 員 の 同 意 に よ り 、）

会 計 監 査 人 を 解 任 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 監 事 は 、 解 任 し た 旨 及 び 解 任 の 理 由 を 、 解

任 後 最 初 に 招 集 さ れ る 評 議 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。 ＞  

（ 備 考 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 役 員 ＜ 及 び 会 計 監 査 人 ＞ の 報 酬 等 ）  

第 二 三 条  理 事 及 び 監 事 に 対 し て 、 ＜ 例 ： 評 議 員 会 に お い て 別 に 定 め る 総 額 の 範 囲 内 で 、 評 議

員 会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を ＞ 報 酬 等 と し て 支 給 す る

こ と が で き る 。  

＜ ２  会 計 監 査 人 に 対 す る 報 酬 等 は 、 監 事 の 過 半 数 の 同 意 を 得 て 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。 ＞ 

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 （ 備 考 二 ）  

  第 １ 項 の と お り 、理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額 に つ い て 定 款 に 定 め な い と き は 、評 議 員 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 必 要

が あ る 。  

 （ 備 考 三 ）  

  費 用 弁 償 分 に つ い て は 報 酬 等 に 含 ま れ な い 。  

 

（ 職 員 ）  

第 二 四 条  こ の 法 人 に 、 職 員 を 置 く 。  

２  こ の 法 人 の 設 置 経 営 す る 施 設 の 長 他 の 重 要 な 職 員（ 以 下「 施 設 長 等 」と い う 。）は 、理 事 会

に お い て 、 選 任 及 び 解 任 す る 。  

３  施 設 長 等 以 外 の 職 員 は 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  

（ 備 考 一 ）  

運 営 協 議 会 （ 地 域 や 利 用 者 の 意 見 を 法 人 運 営 に 反 映 さ せ る べ く 、 地 域 の 代 表 者 や 利 用 者 又 は 利 用 者 の 家 族 の 代 表

者 等 を 構 成 員 と し て 社 会 福 祉 法 人 が 任 意 で 設 置 す る も の ） を 設 け る 場 合 に は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  運 営 協 議 会  

（ 運 営 協 議 会 の 設 置 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 に 、 運 営 協 議 会 を 置 く 。  

（ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 定 数 ）  

第 ○ 条  運 営 協 議 会 の 委 員 は ○ 名 と す る 。  

  （ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 選 任 ）  

第 ○ 条  運 営 協 議 会 の 委 員 は 、 各 号 に 掲 げ る 者 か ら 理 事 長 が 選 任 す る 。  

(1) 地 域 の 代 表 者  

(2) 利 用 者 又 は 利 用 者 の 家 族 の 代 表 者  

(3) そ の 他 理 事 長 が 適 当 と 認 め る 者  

（ 運 営 協 議 会 の 委 員 の 定 数 の 変 更 ）  

第 ○ 条  法 人 が 前 々 条 に 定 め る 定 数 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 運 営 協 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 意 見 の 聴 取 ）   

第 ○ 条  理 事 長 は 、 必 要 に 応 じ て 、 運 営 協 議 会 か ら 、 地 域 や 利 用 者 の 意 見 を 聴 取 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 〇 条  運 営 協 議 会 に つ い て は 、 こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。  
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（ 備 考 二 ）  

社 会 福 祉 協 議 会 及 び 社 団 的 な 法 人 で 会 員 制 度 を 設 け る 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  会 員  

（ 会 員 ）    

第 〇 条  こ の 法 人 に 会 員 を 置 く 。  

２  会 員 は 、 こ の 法 人 の 目 的 に 賛 同 し 、 目 的 達 成 の た め 必 要 な 援 助 を 行 う も の と す る 。  

３  会 員 に 関 す る 規 程 は 、 別 に 定 め る 。  

 

（ 備 考 三 ）  

都 道 府 県 社 会 福 祉 協 議 会 で あ る 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  運 営 適 正 化 委 員 会  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 設 置 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 に 、 社 会 福 祉 法 に 規 定 す る 運 営 適 正 化 委 員 会 （ 以 下 「 運 営 適 正 化 委 員 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 定 数 ）  

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 は ○ 名 と す る 。  

  （ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 選 任 ）  

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 は 、 本 法 人 に 置 か れ る 選 考 委 員 会 の 同 意 を 得 て 、 会 長 が 選 任 す る 。  

（ 運 営 適 正 化 委 員 会 の 委 員 の 定 数 の 変 更 ）  

第 ○ 条  法 人 が 前 条 に 定 め る 定 数 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 運 営 適 正 化 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 業 務 の 報 告 ）   

第 ○ 条  運 営 適 正 化 委 員 会 は そ の 業 務 の 状 況 及 び 成 果 に つ い て 、 理 事 会 に 定 期 的 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 〇 条  運 営 適 正 化 委 員 会 に つ い て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も

の と す る 。  

 

第 五 章  理 事 会  

 

（ 構 成 ）  

第 二 五 条  理 事 会 は 、 全 て の 理 事 を も っ て 構 成 す る 。  

 

（ 権 限 ）  

第 二 六 条  理 事 会 は 、 次 の 職 務 を 行 う 。 た だ し 、 日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の に つ い

て は 理 事 長 が 専 決 し 、 こ れ を 理 事 会 に 報 告 す る 。  

(1) こ の 法 人 の 業 務 執 行 の 決 定  

(2) 理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督  

(3) 理 事 長 及 び 業 務 執 行 理 事 の 選 定 及 び 解 職  

（ 備 考 ）   

（ １ ）「 日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の 」 の 例 と し て は 、 次 の よ う な 業 務 が あ る 。 な お 、 こ れ ら は 例 示 で あ っ

て 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 き 、 こ れ ら 以 外 の 業 務 で あ っ て も 理 事 会 に お い て 定 め る こ と は 差 し 支

え な い こ と 。  

①  「 施 設 長 等 の 任 免 そ の 他 重 要 な 人 事 」 を 除 く 職 員 の 任 免  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 人 事 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 と し て の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理

事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

②  職 員 の 日 常 の 労 務 管 理 ・ 福 利 厚 生 に 関 す る こ と  
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③  債 権 の 免 除 ・ 効 力 の 変 更 の う ち 、 当 該 処 分 が 法 人 に 有 利 で あ る と 認 め ら れ る も の 、 そ の 他 や む を 得 な い 特 別

の 理 由 が あ る と 認 め ら れ る も の  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

④  設 備 資 金 の 借 入 に 係 る 契 約 で あ っ て 予 算 の 範 囲 内 の も の  

⑤  建 設 工 事 請 負 や 物 品 納 入 等 の 契 約 の う ち 次 の よ う な 軽 微 な も の  

ア  日 常 的 に 消 費 す る 給 食 材 料 、 消 耗 品 等 の 日 々 の 購 入  

イ  施 設 設 備 の 保 守 管 理 、 物 品 の 修 理 等  

ウ  緊 急 を 要 す る 物 品 の 購 入 等  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 契 約 の 金 額 及 び 範 囲 に つ い て は 、随 意 契 約 に よ る こ と が で き る 場 合 の 基 準 も 参 酌 し

な が ら 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理 事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し

て お く こ と 。  

⑥  基 本 財 産 以 外 の 固 定 資 産 の 取 得 及 び 改 良 等 の た め の 支 出 並 び に こ れ ら の 処 分  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で き る 取 得 等 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る の で 、理 事 会

が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

⑦  損 傷 そ の 他 の 理 由 に よ り 不 要 と な っ た 物 品 又 は 修 理 を 加 え て も 使 用 に 耐 え な い と 認 め ら れ る 物 品 の 売 却 又 は

廃 棄  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る 固 定 資 産 を 除 く 。  

（ 注 ）理 事 長 が 専 決 で 処 分 で き る 固 定 資 産 等 の 範 囲 に つ い て は 、法 人 の 判 断 に よ り 決 定 す る こ と が 必 要 で あ る

の で 、 理 事 会 が あ ら か じ め 法 人 の 定 款 細 則 等 に 規 定 し て お く こ と 。  

⑧  予 算 上 の 予 備 費 の 支 出  

⑨  入 所 者 ・ 利 用 者 の 日 常 の 処 遇 に 関 す る こ と  

⑩  入 所 者 の 預 り 金 の 日 常 の 管 理 に 関 す る こ と  

⑪  寄 付 金 の 受 入 れ に 関 す る 決 定  

た だ し 、 法 人 運 営 に 重 大 な 影 響 が あ る も の を 除 く 。  

（ 注 ） 寄 付 金 の 募 集 に 関 す る 事 項 は 専 決 で き な い こ と 。  

な お 、 こ れ ら の 中 に は 諸 規 程 に お い て 定 め る 契 約 担 当 者 に 委 任 さ れ る も の も 含 ま れ る 。  

 

（ 招 集 ）  

第 二 七 条  理 事 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。  

２  理 事 長 が 欠 け た と き 又 は 理 事 長 に 事 故 が あ る と き は 、 各 理 事 が 理 事 会 を 招 集 す る 。  

 

（ 決 議 ）  

第 二 八 条  理 事 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 を 除 く 理 事 の 過 半 数 が

出 席 し 、 そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、理 事（ 当 該 事 項 に つ い て 議 決 に 加 わ る こ と が で き る も の に 限 る 。）

の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き （ 監 事 が 当 該 提 案 に つ い て 異

議 を 述 べ た と き を 除 く 。） は 、 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 備 考 ）  

第 一 項 に つ い て は 、 法 第 45 条 の 14 第 4 項 に 基 づ き 、 過 半 数 に 代 え て 、 こ れ を 上 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め る こ と も

可 能 で あ る 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 二 九 条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 議 事 録 を 作 成 す る 。  

２  出 席 し た 理 事 及 び 監 事 は 、 前 項 の 議 事 録 に 記 名 押 印 す る 。  
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（ 備 考 一 ）  

 記 名 押 印 で は な く 署 名 と す る こ と も 可 能 。  

（ 備 考 二 ）  

定 款 で 、署 名 し 、又 は 記 名 押 印 す る 者 を 、当 該 理 事 会 に 出 席 し た 理 事 長 及 び 監 事 と す る こ と も で き る（ 法 第 45 条

の 14 第 6 項 ）。  

 

第 六 章  資 産 及 び 会 計  

 

（ 資 産 の 区 分 ）  

第 三 〇 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 こ れ を 分 け て 基 本 財 産 と そ の 他 財 産 の 二 種 と す る 。  

２  基 本 財 産 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 産 を も っ て 構 成 す る 。  

（ １ ） 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 所 在 の 木 造 瓦 葺 平 家 建 〇 〇 保 育 園 園 舎  一 棟 （    平 方

メ ー ト ル ）  

（ ２ ） 〇 〇 県 〇 〇 市 〇 丁 目 〇 〇 番 所 在 の 〇 〇 保 育 園  敷 地 （ 平 方    メ ー ト ル ）  

３  そ の 他 財 産 は 、 基 本 財 産 以 外 の 財 産 と す る 。  

４  基 本 財 産 に 指 定 さ れ て 寄 附 さ れ た 金 品 は 、 速 や か に 第 二 項 に 掲 げ る た め 、 必 要 な 手 続 を と

ら な け れ ば な ら な い 。  

 （ 備 考 ）  

公 益 及 び 収 益 を 目 的 と す る 事 業 を 行 う 場 合 に は 、 次 の よ う に 記 載 す る こ と 。  

（ 資 産 の 区 分 ）  

第 二 八 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、こ れ を 分 け て 基 本 財 産 、そ の 他 財 産 、公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産（ 公 益 事 業

又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の み を 記 載 ） の 四 種 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず

れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 三 種 ） と す る 。  

２  本 文 第 二 項 に 同 じ 。  

３  そ の 他 財 産 は 、 基 本 財 産 、 公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う

場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の み を 記 載 ） 以 外 の 財 産 と す る 。  

４  公 益 事 業 用 財 産 及 び 収 益 事 業 用 財 産 （ 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 用 財 産 の

み を 記 載 ） は 、 第 〇 条 に 掲 げ る 公 益 を 目 的 と す る 事 業 及 び 第 〇 条 に 掲 げ る 収 益 を 目 的 と す る 事 業 （ 公 益 を 目 的 と

す る 事 業 又 は 収 益 を 目 的 と す る 事 業 の い ず れ か 一 方 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 業 の み を 記 載 ） の 用 に 供 す る 財 産 と す

る 。  

５  本 文 第 四 項 に 同 じ 。  

 

（ 基 本 財 産 の 処 分 ）  

第 三 一 条  基 本 財 産 を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 （ 現 在 数 ） の 三 分

の 二 以 上 の 同 意 及 び 評 議 員 会 の 承 認 を 得 て 、〔 所 轄 庁 〕の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、〔 所 轄 庁 〕 の 承 認 は 必 要 と し な い 。  

一  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 に 対 し て 基 本 財 産 を 担 保 に 供 す る 場 合 

二  独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 と 協 調 融 資 （ 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 の 福 祉 貸 付 が 行 う 施

設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 と 併 せ て 行 う 同 一 の 財 産 を 担 保 と す る 当 該 施 設 整 備 の た

め の 資 金 に 対 す る 融 資 を い う 。以 下 同 じ 。）に 関 す る 契 約 を 結 ん だ 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基

本 財 産 を 担 保 に 供 す る 場 合 （ 協 調 融 資 に 係 る 担 保 に 限 る 。）  

三  社 会 福 祉 施 設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 を 行 う 確 実 な 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基 本 財

産 を 担 保 に 供 す る 場 合 で 、 当 該 事 業 計 画 が 適 切 で あ る と の 関 係 行 政 庁 に よ る 意 見 書 を 所 轄

庁 に 届 け 出 た 場 合 。 な お 、 当 該 貸 付 に 係 る 償 還 が 滞 っ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 所 轄 庁 に 届 け

出 る も の と す る 。  
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（ 資 産 の 管 理 ）  

第 三 二 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 理 事 会 の 定 め る 方 法 に よ り 、 理 事 長 が 管 理 す る 。 

２  資 産 の う ち 現 金 は 、 確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ 、 確 実 な 信 託 会 社 に 信 託 し 、 又 は 確 実 な 有

価 証 券 に 換 え て 、 保 管 す る 。  

（ 備 考 ）  

基 本 財 産 以 外 の 資 産 に お い て 、 株 式 投 資 又 は 株 式 を 含 む 投 資 信 託 等 に よ る 管 理 運 用 を 行 う 場 合 に は 、 第 二 項 の 次

に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 基 本 財 産 以 外 の 資 産 の 現 金 の 場 合 に つ い て は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 株 式 に 換 え て

保 管 す る こ と が で き る 。  

 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

第 三 三 条  こ の 法 人 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 開 始 の 日 の 前 日 ま で

に 、 理 事 長 が 作 成 し 、 理 事 総 数 （ 現 在 数 ） の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 及 び 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 書 類 に つ い て は 、 主 た る 事 務 所 （ 及 び 従 た る 事 務 所 ） に 、 当 該 会 計 年 度 が 終 了 す る

ま で の 間 備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）  

第 三 四 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 、 理 事 長 が 次 の 書 類 を

作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

(1) 事 業 報 告  

(2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

(3) 貸 借 対 照 表  

(4) 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ）  

(5) 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ） の 附 属 明 細 書  

(6) 財 産 目 録  

２  前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 1 号 、 第 3 号 、 第 4 号 及 び 第 6 号 の 書 類 に つ い て は 、

定 時 評 議 員 会 に 提 出 し 、第 1 号 の 書 類 に つ い て は そ の 内 容 を 報 告 し 、そ の 他 の 書 類 に つ い て

は 、 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  第 1 項 の 書 類 の ほ か 、次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に 5 年 間（ 、ま た 、従 た る 事 務 所 に 3 年 間 ）

備 え 置 き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る と と も に 、定 款 を 主 た る 事 務 所（ 及 び 従 た る 事 務 所 に ）に 備

え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

(1) 監 査 報 告  

(2) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類  

(4) 事 業 の 概 要 等 を 記 載 し た 書 類  

（ 備 考 ） 会 計 監 査 人 を 置 い て い る 場 合 の 例  

第 三 四 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 、 理 事 長 が 次 の 書 類 を 作 成 し 、 監 事 の 監 査

を 受 け 、 か つ 、 第 3 号 か ら 第 6 号 ま で の 書 類 に つ い て 会 計 監 査 人 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

(1) 事 業 報 告  

(2) 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

(3) 貸 借 対 照 表  

(4) 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ）  
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(5)  貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算 書 ） の 附 属 明 細 書  

(6) 財 産 目 録  

２  前 項 の 承 認 を 受 け た 書 類 の う ち 、 第 1 号 、 第 3 号 、 第 4 号 及 び 第 6 号 の 書 類 に つ い て は 、 定 時 評 議 員 会 に 報 告

す る も の と す る 。 た だ し 、 社 会 福 祉 法 施 行 規 則 第 二 条 の 三 十 九 に 定 め る 要 件 に 該 当 し な い 場 合 に は 、 第 1 号 の 書

類 を 除 き 、 定 時 評 議 員 会 へ の 報 告 に 代 え て 、 定 時 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  第 1 項 の 書 類 の ほ か 、 次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に 5 年 間 （ 、 ま た 、 従 た る 事 務 所 に 3 年 間 ） 備 え 置 き 、 一 般 の

閲 覧 に 供 す る と と も に 、定 款 を 主 た る 事 務 所（ 及 び 従 た る 事 務 所 ）に 備 え 置 き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

(1) 監 査 報 告  

(2) 会 計 監 査 報 告  

(3) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 名 簿  

(4) 理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書 類  

(5) 事 業 の 概 要 等 を 記 載 し た 書 類  

 

（ 会 計 年 度 ）  

第 三 五 条  こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 四 月 一 日 に 始 ま り 、 翌 年 三 月 三 一 日 を も っ て 終 わ る 。 

 

（ 会 計 処 理 の 基 準 ）  

第 三 六 条  こ の 法 人 の 会 計 に 関 し て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の ほ か 、 理 事 会

に お い て 定 め る 経 理 規 程 に よ り 処 理 す る 。  

 

（ 臨 機 の 措 置 ）  

第 三 七 条  予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、 新 た に 義 務 の 負 担 を し 、 又 は 権 利 の 放 棄 を し よ う

と す る と き は 、 理 事 総 数 （ 現 在 数 ） の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 及 び 評 議 員 会 の 承 認 が な け れ ば な

ら な い 。  

 

（ 備 考 ） 株 式 の 寄 附 を 受 け た 場 合 に は 、 以 下 の 条 項 を 定 め る こ と  

（ 保 有 す る 株 式 に 係 る 議 決 権 の 行 使 ）  

第 ○ ○ 条  こ の 法 人 が 保 有 す る 株 式 （ 出 資 ） に つ い て 、 そ の 株 式 （ 出 資 ） に 係 る 議 決 権 を 行 使

す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 理 事 会 に お い て 理 事 総 数 （ 現 在 数 ） の 三 分 の 二 以 上 の 承 認 を 要 す

る 。  

（ 備 考 ）  

次 の と お り 定 め る こ と も 可 能 。  

第 ○ ○ 条  こ の 法 人 は 、 保 有 す る 株 式 （ 出 資 ） に 係 る 議 決 権 を 行 使 し て は な ら な い 。  

 

 （ 備 考 一 ）   

公 益 事 業 を 行 う 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  公 益 を 目 的 と す る 事 業  

（ 種 別 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 は 、社 会 福 祉 法 第 二 六 条 の 規 定 に よ り 、利 用 者 が 、個 人 の 尊 厳 を 保 持 し つ つ 、自 立 し た 生 活 を 地 域

社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う 支 援 す る こ と な ど を 目 的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 〇 〇 の 事 業  

（ ２ ） 〇 〇 の 事 業    

２  前 項 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 注 １ ）具 体 的 な 目 的 の 記 載 は 、事 業 の 種 別 に 応 じ 、社 会 福 祉 法 の 基 本 的 理 念 及 び そ れ ぞ れ の 法 人 の 理 念 に 沿 っ て

記 載 す る こ と 。  
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（ 注 ２ ） 上 記 記 載 は 、 あ く ま で 一 例 で あ る の で 、（ 注 １ ） を 踏 ま え 、 法 人 の 実 態 に 即 し た 記 述 と す る こ と 。  

（ 注 ３ ）公 益 事 業 の う ち 、規 模 が 小 さ く 社 会 福 祉 事 業 と 一 体 的 に 行 わ れ る 事 業 又 は 社 会 福 祉 事 業 の 用 に 供 す る 施 設

の 機 能 を 活 用 し て 行 う 事 業 に つ い て は 、 必 ず し も 定 款 の 変 更 を 行 う こ と を 要 し な い こ と 。  

（ 備 考 二 ）  

収 益 事 業 を 行 う 社 会 福 祉 法 人 は 、 定 款 に 次 の 章 を 加 え る こ と 。  

第 〇 章  収 益 を 目 的 と す る 事 業  

（ 種 別 ）  

第 〇 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 二 六 条 の 規 定 に よ り 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 〇 〇 業  

（ ２ ） 〇 〇 業  

２  前 項 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 理 事 総 数 の 三 分 の 二 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 備 考 ）  

事 業 種 類 は 、 事 業 の 内 容 が 理 解 で き る よ う 具 体 的 に 記 載 す る こ と 。  

（ 収 益 の 処 分 ）   

第 〇 条  前 条 の 規 定 に よ っ て 行 う 事 業 か ら 生 じ た 収 益 は 、 こ の 法 人 の 行 う 社 会 福 祉 事 業 又 は 公 益 事 業 （ 社 会 福 祉 法

施 行 令 （ 昭 和 三 三 年 政 令 第 一 八 五 号 ） 第 一 三 条 及 び 平 成 一 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 八 三 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。）

に 充 て る も の と す る 。  

（ 備 考 ）  

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法（ 昭 和 三 九 年 法 律 第 一 二 九 号 ）第 一 四 条 に 基 づ く 資 金 の 貸 付 を 受 け て 行 う 、同 法 施 行 令（ 昭

和 三 九 年 政 令 第 二 二 四 号 ） 第 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 に つ い て は 、 本 条 は 必 要 な い こ と 。  

 

第 七 章  解 散  

 

（ 解 散 ）  

第 三 八 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 四 六 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で の 解 散 事

由 に よ り 解 散 す る 。  

 

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 三 九 条  解 散（ 合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。）し た 場 合 に お け る 残 余 財 産 は 、評 議 員 会 の

決 議 を 得 て 、 社 会 福 祉 法 人 並 び に 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 学 校 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の う ち か ら

選 出 さ れ た も の に 帰 属 す る 。  

 

第 八 章  定 款 の 変 更  

 

（ 定 款 の 変 更 ）  

第 四 〇 条  こ の 定 款 を 変 更 し よ う と す る と き は 、評 議 員 会 の 決 議 を 得 て 、〔 所 轄 庁 〕の 認 可（ 社

会 福 祉 法 第 四 五 条 の 三 六 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。）

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 〔 所

轄 庁 〕 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

第 九 章  公 告 の 方 法 そ の 他  

 

（ 公 告 の 方 法 ）  

第 四 一 条  こ の 法 人 の 公 告 は 、 社 会 福 祉 法 人 〇 〇 福 祉 会 の 掲 示 場 に 掲 示 す る と と も に 、 官 報 、
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新 聞 又 は 電 子 公 告 に 掲 載 し て 行 う 。  

（ 備 考 ）  

解 散 時 の 債 権 申 出 の 催 告 及 び 破 産 手 続 の 開 始 に つ い て は 、 官 報 に よ っ て 公 告 す る こ と 。  

 

（ 施 行 細 則 ）  

第 四 二 条  こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

 

 

附  則  

こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 、 評 議 員 ＜ 、 会 計 監 査 人 ＞ は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 こ の

法 人 の 成 立 後 遅 滞 な く 、 こ の 定 款 に 基 づ き 、 役 員 の 選 任 を 行 う も の と す る 。 

  理 事 長  

  理  事  

   〃  

   〃  

   〃  

   〃  

  監  事  

   〃  

評 議 員  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

＜ 会 計 監 査 人 ＞  

 

（ 備 考 一 ）  

会 計 監 査 人 を 置 い て い な い 場 合 、 ＜ ＞ 内 は 不 要 。  

 

（ 備 考 二 ）  

平 成 29 年 4 月 1 日 前 に 設 立 さ れ た 法 人 は 、 評 議 員 及 び 会 計 監 査 人 の 定 め は 不 要 。  
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（参考資料３）  

≪ 社 会 福 祉 事 業 一 覧 ≫ 

 

 ○注意   

  社会福祉事業については、基本的に、社会福祉法第２条第２項及び第３項の表現にならい、

定款に記載することとなるが、内容の異なる事業を「及び」などで結合せず、それぞれ独立

した号とすること。  

 

（１）第一種社会福祉事業    

根  拠  法  記    載    方    法  

 

児童福祉法  

 

 

 乳児院の経営  

 母子生活支援施設の経営  

 児童養護施設の経営  

 障害児入所施設の経営    

 情緒障害児短期治療施設の経営  

 児童自立支援施設の経営     

 

老人福祉法  

 養護老人ホームの経営     

 特別養護老人ホームの経営  

 軽費老人ホームの経営  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援するための法律  

 障害者支援施設の経営  

 

生活保護法  

 

 

 

 

 救護施設の経営  

 更生施設の経営  

 医療保護施設の経営  

授産施設の経営  

 宿所提供施設の経営  

生計困難者に対して助葬を行う事業の経営  

売春防止法   婦人保護施設の経営  

社会福祉法  
 授産施設の経営  

 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融資する事業の経営  
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（２）第二種社会福祉事業   

根  拠  法  記    載    方    法  

 

児童福祉法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害児通所支援事業の経営    

 障害児相談支援事業の経営    

 児童自立生活援助事業の経営  

 放課後児童健全育成事業の経営    

 子育て短期支援事業の経営  

 乳児家庭全戸訪問事業の経営    

 養育支援訪問事業の経営  

 地域子育て支援拠点事業の経営          

 一時預かり事業の経営           

 小規模住居型児童養育事業の経営  

 小規模保育事業の経営  

 病児保育事業の経営  

 助産施設の経営  

 保育所の経営  

 児童厚生施設の経営  

 児童家庭支援センターの経営  

 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業の経営  

 

身体障害者福祉法  

 

 

 身体障害者生活訓練等事業の経営  

 手話通訳事業の経営  

 介助犬訓練事業の経営  

 聴導犬訓練事業の経営  

 身体障害者福祉センターの経営  

 補装具製作施設の経営            

 盲導犬訓練施設の経営          

 視覚障害者情報提供施設の経営    

 身体障害者の更生相談に応ずる事業  
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根  拠  法  記    載    方    法  

 

老人福祉法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 老人居宅介護等事業の経営  

 老人デイサービス事業の経営  

 

（老人デイサービス事業と老人デイサービスセンター）    

 

（１）専用施設において行われるもの  →老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

 

（２）特別養護老人ホーム等他の目的を  

   有する施設において行われるもの→老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業  

 

（３）特別養護老人ホーム等に併設されるもの  

     ①日常動作訓練及び養護並びに通  

     所事業を実施するための専用設  

    備を有するもの         →老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

         

     ②①の要件を満たさないもの      →老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業  

 

※ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業は老人福祉法の事業開始届で足りるが、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ

ﾝﾀｰは加えて設置届が必要。  

 老人短期入所事業の経営  

 

 （老人短期入所事業と老人短期入所施設）    

 

（１）専用施設において行われるもの  →老人短期入所施設  

 

（２）特別養護老人ホーム等他の目的を  

   有する施設において行われるもの  →老人短期入所事業  

 

（３）特別養護老人ホーム等に併設され  

るもの  

     ①ア）短期入所のための専用居室、  

       浴室及び食堂を専用の設備とし  

       て有し、かつイ）独立した施設  

       として機能を果たしうる職員配  

       置を有するもの         →老人短期入所施設  

         

     ②①の要件を満たさないもの      →老人短期入所事業  

 

※老人短期入所事業は老人福祉法の事業開始届で足りるが、老人短

期入所施設は加えて設置届が必要。  

 小規模多機能型居宅介護事業の経営  

認知症対応型老人共同生活援助事業の経営  
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根  拠  法  記    載    方    法  

 

老人福祉法  

   （つづき）  

 

 

 複合型サービス福祉事業の経営  

 老人デイサービスセンターの経営  

 老人短期入所施設の経営  

 老人福祉センターの経営  

 老人介護支援センターの経営        

 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援するための法律  

 

 

 障害福祉サービス事業の経営  

 一般相談支援事業の経営   

 特定相談支援事業の経営   

 移動支援事業の経営  

 地域活動支援センターの経営  

 福祉ホームの経営  

知的障害者福祉法   知的障害者の更生相談に応ずる事業  

 

母 子 及 び 父 子 並 び に 寡

婦福祉法  

 

 母子家庭等日常生活支援事業の経営  

 寡婦日常生活支援事業の経営  

 母子・父子福祉施設センターの経営  

 

社会福祉法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生計困難者に対して生活必需品等を与える事業  

 生計困難者の生活に関する相談に応ずる事業  

 生計困難者のために無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け

る事業  

 生計困難者のために無料又は低額な料金で、宿泊所等を利用させ

る事業  

 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業   

 生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する  

介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業  

隣保事業  

福祉サービス利用援助事業  

社会福祉事業に関する連絡を行う事業  

社会福祉事業に関する助成を行う事業  

生活困窮者自立支援法  認定生活困窮者就労訓練事業  

就 学 前 の 子 ど も に 関 す

る教育、保育等の総合的

な 提 供 の 推 進 に 関 す る

法律  

（認定こども園法）  

幼保連携型認定こども園の経営  
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（参考資料４）   

≪ 公 益 事 業 例 ≫ 
 

内         容  記    載    方    法  

更生保護事業   更生保護事業  

実施期間が６月を超えない社会福祉事業

（社会福祉事業に関する連絡又は助成を

行う事業については３月）  

 記載方法は「社会福祉事業一覧」（本書 P23～ 26 参

照）と同じ。  

「社会福祉事業一覧」（本書 P23～ 26 参照）

の第一種社会福祉事業及び第二種社会福

祉事業中「生活困難者に対し無料又は低

額な料金で診療を行う事業」までの事業

であって常時保護を受ける者が入所 5 人、

その他 20 人（授産施設 10 人）に満たな

いもの  

 

 

 記載方法は「社会福祉事業一覧」（本書 P23～ 26 参

照）と同じ。  

 

 

 

社 会 福 祉 事 業 の 助 成 を 行 う も の で あ っ

て、助成の金額が毎年度５百万円に満た

ないもの又は助成を受ける社会福祉事業

の数が５０に満たないもの  

 

 記載方法は「社会福祉事業一覧」（本書 P23～ 26 参

照）と同じ。  

 

 

介 護 保 険 法 に 基 づ く

事業  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

福祉系サービス  

 

 

 

 

 

 居宅介護支援事業  

 訪問入浴介護事業  

 福祉用具貸与事業  

 地域密着型サービス事業  

 介護予防サービス事業  

 介護予防支援事業  

 地域支援事業を市町村から受託して実施する事  

業  

 

医療系サービス  

 

 

 

 訪問看護事業  

 訪問リハビリテーション事業  

 居宅療養管理指導事業  

 通所リハビリテーション事業  

 短期入所療養介護事業  

介護老人保健施設を経営する事業   介護老人保健施設の経営  

老人保健法に規定する指定老人訪問看護

事業   

 指定老人訪問看護事業   

 

人材養成施設を経営する事業  

 社会福祉士養成施設の経営  

 介護福祉士養成施設の経営  

 精神保健福祉士養成施設の経営  

 保育士養成施設の経営  
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 社会福祉主事養成機関の経営   

内         容  記    載    方    法  

有料老人ホーム、老人憩の家等を経営す

る事業  

 

 

 【施設種別名】の経営  

 

  （例）有料老人ホームの経営  

 

老人大学校等を経営する事業  

身体障害者向け住宅、身体障害者保養所、

身体障害者体育館等を経営する事業  

おもちゃ図書館、心身障害児保養所等を

経営する事業  

精神障害者向け生活施設、共同住宅等を

経営する事業  

手話通訳者養成・派遣を行う事業   

 ○○事業               社会福祉事業従事者に対し研修を行う事

業   

企業委託型保育サービス   企業委託型保育サービス事業  

専用の設備を使用して、福祉サービスを

必要とする地域住民に対して無償又は実

費に近い対価で給食、入浴等のサービス

を行う事業  

（訪問）給食サービス事業  

（訪問）入浴サービス事業  

 ○○サービス事業  

福祉有償運送を行う事業   福祉有償運送事業  

障害者の雇用の促進等に関する法律に基

づく事業  

 障害者就業・生活支援センター事業  

（雇用安定等事業）  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コミュニケーション事業  

 日常生活用具給付等事業  

 盲人ホーム事業  

 訪問入浴サービス事業  

 身体障害者自立支援事業  

 重度障害者在宅就労促進特別事業  

 更生訓練給付事業  

 施設入所者就職支度金給付事業  

 生活支援事業  

 日中一時支援事業  

 生活サポート事業  

 社会参加促進事業  
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第２章 基本財産処分  

１．概要  

 社会福祉法人が基本財産処分を行う場合は、計画が固まった段階で、事前に所轄庁に対して

承認申請を行い、承認を得ることが必要となります。＜審査基準第２－２（１）ア及び審査要領第５

（２）＞  

 

（１）基本財産処分までの流れ  

 ①理事会を開催し、「基本財産処分」と「基本財産処分についての評議員会開催（日時・場所・

議題・議案等）」の承認を得る。  

  なお、理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数（これ

を上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上）が出席し、その過半数（これを上

回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う必要がある。＜法 第４５

条の１４第４項＞  

  ※理事会を開催せずに決議の省略を行う場合は、理事全員より基本財産処分と評議員会開催の

同意を得る必要がある。＜法第４５条の１４第９ 項で準用する一般法人法第９６条＞  

 ②評議員会を開催し、「基本財産処分」についての議案の承認を得る。  

  なお、評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数（こ

れを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う必要がある＜法

第４５条の９第６項＞。  

 ※評議員会を開催せずに決議の省略を行う場合は、評議員全員より基本財産処分の同意を得る

必要がある。＜法第４５ 条の９第１０項で準用する一般法人法第１９４条＞  

③基本財産処分承認申請書を、電子申請により提出する。  

④宮城県で審査を行い＜定款例第２９条＞、基本財産処分承認書を送付する。  

⑤承認書受理後、基本財産の処分を行う。  

⑥基本財産の処分後、定款変更認可申請を行う。（定款変更内容：基本財産の削除）  

 

（２）提出書類  

 電子申請（ https://logoform.jp/form/GQGB/1304867）により御提出願います。  

書類の詳細は、「（別紙）基本財産処分承認申請添付書類一覧」を参照願います。必ず必要

となる書類は下記の通りです。  

 ・基本財産処分承認申請書  

 ・理事会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

 ・評議員会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

  

 

 

 

 

 

  

https://logoform.jp/form/GQGB/1304867


- 47 - 

２．基本財産処分承認要件  

  基本財産処分の申請を受ける要件には、以下が挙げられます。申請の前に、事前相談を受

け付けております。  

なお、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助を受けて改築を行う場合は、所轄庁の承認

は不要です。＜審査要領  第２（５）＞  

 

（１）基本財産の売却・交換・譲渡及び貸与  

  使用権が法人から変更される場合、所有権変更登記を行う前に処分申請が必要となります。 

（２）基本財産の取壊し  

  基本財産となる建物等を取り壊す場合も、解体工事等を行う前に処分承認申請が必要とな

ります。  

（３）基本財産の運用転換  

  基本財産を公益事業用財産や収益事業用財産、その他財産に切換える場合も該当します。  

（４）現預金等の取崩し  

  基本財産として現金預金を設定し、その額を取り崩す場合も処分承認申請が必要となりま

す。  

 

 

３．基本財産処分の確認事項  

 

（１）処分の目的の妥当性及び処分の必要性  

  当該基本財産の処分が、法人の事業運営に資するものであることを確認します。  

（２）処分方法の妥当性  

  当該基本財産を処分することにより、運営等に支障が生じないことを確認します。  

（３）処分に係る意思決定の適法性  

  定款等所定の手続きを経ていることを確認します。  
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基  本  財  産  処  分  承  認  申  請  書  

申
請
者 

主 たる事 務 所 の所 在

地  
  

ふ り が な 
  

名       称  

理 事 長 の氏 名    

申  請  年  月  日    

基 本 財 産 処 分 の内 容    

基
本
財
産
を
処
分
す
る
理
由 

 

処
分
物
件 

 

 
１  基本財産処分の内容欄には、処分の種類 (売却、賃貸等 )、処分の相手方（買主、借主等 )、

処分の対価（売買価格、賃貸料等）等を記載すること。  
２  処分物件の欄には、処分する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、

各棟ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、土地につ

いては、各筆ごとに所在地、地目及び地積並びに申請時における具体的な用途を記載するこ

と。  
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（別紙）  

不動産の
売却等

建物の
取り壊し

現預金
等の

取り崩し
備　　考

1 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○
議案書・議案資料は基本財産の処分に
係る部分及び評議員会の招集に係る部
分のみで可

3 ○ ○ ○
議案書・議案資料は基本財産の処分に
係る部分のみで可

4 ○ ○ －

5 － － ○

6 ○ － －
市町村，銀行発行の評価書又は不動産
鑑定書等

7 ○ － － 売買仮契約書又は買取確約書等

8 ○ － ○

9 ○ ○ －
平面図・配置図
（処分物件を色分けしてください）

10 △ △ △

上記の提出書類のほか，必要に応じて社会福祉法第59条の規定により届出されている書類についても内容
を確認します。

（※１）　通常想定される場合の提出書類であり，変更の内容によっては追加書類の提出が必要な場合があります。
　　　
（※２）　決議の省略の方法により行った場合は，議事録の他に提案書や同意書（理事会については監事からの
　　　　異議がないことの確認書を含む）の提出が必要です。

　　《注意》
補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には，本申請の他に別途手続きが必要となる

　　場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し，適切に手続きを行ってください。

 売却金等の使途計画

 図　　面

 施設建設（改築）計画書

 不動産登記事項証明書

 残　高　証　明　書

 不動産の価格評価書

 売買価格等を証する書類

＜基本財産の処分承認申請書類一覧＞  

○・・・原則として提出が必要なもの　　△・・・該当する書類がある場合に提出が必要なもの

　　　　　　　　　　　区　　分

 提出書類（※１）

 申　請　書

 理事会議事録及び
 議案書・議案資料　（※２）

 評議員会議事録及び
 議案書・議案資料　（※２）
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第３章 基本財産担保提供  

１．概要  

 社会福祉法人が基本財産を担保に提供する必要がある場合は、計画が固まった段階で、事前

に所轄庁に対して承認申請を行い、承認を得ることが必要となります。＜審査基準第２－２（１）

ア及び審査要領第５（２）＞  

 

（１）基本財産担保提供までの流れ  

 ①理事会を開催し、「基本財産担保提供」と「基本財産担保提供についての評議員会開催（日

時・場所・議題・議案等）」の承認を得る。  

  なお、理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数（これ

を上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上）が出席し、その過半数（これを上

回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う必要がある。＜法 第４５

条の１４第４項＞  

  ※理事会を開催せずに決議の省略を行う場合は、理事全員より基本財産担保提供と評議員会開

催の同意を得る必要がある。＜法第４５条の１ ４第９項で準用する一般法人法第９６条＞  

 ②評議員会を開催し、「基本財産担保提供」についての議案の承認を得る。  

  なお、評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数（こ

れを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う必要がある＜法

第４５条の９第６項＞。  

 ※評議員会を開催せずに決議の省略を行う場合は、評議員全員より基本財産担保提供の同意を

得る必要がある。＜法 第４５条の９第１０項で準用する一般法人法第１９４条＞  

③基本財産担保提供承認申請書を、電子申請により提出する。  

④宮城県で審査を行い＜定款例第２９条＞、基本財産担保提供承認書を送付する。  

⑤承認書受理後、抵当権設定の登記を行う。  

 

（２）提出書類  

 電子申請（ https://logoform.jp/form/GQGB/1305077）により御提出願います。  

書類の詳細は、「（別紙）基本財産担保提供承認申請添付書類一覧」を参照願います。必ず

必要となる書類は下記の通りです。  

 ・基本財産担保提供承認申請書  

 ・理事会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

 ・評議員会議事録・議案書・議案資料（議案書及び議案資料は、該当部分のみ提出可能）  

 

  

https://logoform.jp/form/GQGB/1305077
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２．基本財産担保提供承認申請要件  

  基本財産担保提供の申請を受ける要件には、施設建設・不動産購入資金の借入や、運転資

金の借入、担保物権の変更が挙げられます。これらは申請の前に、事前相談を受け付けてお

ります。  

  なお、以下に該当する場合は、担保提供の申請は不要です。いずれの場合も、定款に明記

されていることが条件となります。＜定款例第２９条＞  

 

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合  

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して

基本財産を担保に供する場合  

（３）社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基

本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を

所轄庁に届け出た場合  

 

 

３．基本財産担保提供の確認事項  

 

（１）担保提供の目的の妥当性  

  借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであることを確認します。法人の役員

や役員の経営する会社等の債務の担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で

行う担保提供であってはなりません。  

（２）担保提供の必要性  

  基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段が無いことを確認します。国又は

地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が

存在しないこと等の理由が挙げられます。  

（３）担保提供方法の妥当性  

  当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金

や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認

められることを確認します。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、

社会福祉協議会のほか、確実な民間金融機関を含むものであることも合わせて確認します。 

（４）担保提供に係る意思決定の適法性  

  定款所定の手続を経ていることを確認します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【根抵当権の設定について】  

 根抵当権の設定を承認することは認められていません。これは、不特

定の債権を極度額の限度まで担保する抵当権であり、担保する元本が特

定のものとして確定しないため、法人の基本財産が継続して不安定な状

況に置かれるおそれがあるためです。  

 

 ※根抵当権とは：抵当権の一種。通常の抵当権と異なり借入の極度額

（上限額）を設定するため、設定額の範囲内であれば何度も借り入れと

返済を繰り返すことが可能。  



- 52 - 

 

基  本  財  産  担  保  提  供  承  認  申  請  書  

申
請
者 

主 たる事 務 所 の所 在 地    

ふ り が な 
  

名       称  

理 事 長 の氏 名    

申  請  年  月  日    

資
金
借
入
れ
の
理
由 

  

 

事
業
の
概
要 

借
入
金
で
行
う 

  

 

 

 

 

 

資
金
計
画 

 

 

 

 

  

係
る
借
入
金 

担
保
提
供
に 

借    入    先    

借  入  金  額    

借  入  期  間    

借  入  利  息    

償  還  方  法    

償  還  計  画    

担
保
物
件 
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１  記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、

この様式に準じた申請書を作成すること。  
２  償還計画の欄には、償還についての年次計画を記載するとともに、その償還財源を明記す

ること。  
３  担保物件の欄には、担保に供する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物につい

ては、各棟ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びにその具体的な用途を、土地について

は、各筆ごとに所在地、地目及び地積並びにその具体的な用途を記載すること。  
なお、既に担保に供している物件をさらに担保に供するときは、その旨を附記すること。  
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（別紙）  

不動産購入
又は

施設建設等
資金の借入

運転資金の
借入

担保物件の
変更

担保物件の
変更

（軽微な
変更）

備　　考

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○
議案書・議案資料は基本財産の担保提供に係る部
分及び評議員会の招集に係る部分のみで可

3 ○ ○ ○ ○
議案書・議案資料は基本財産の担保提供に係る部
分のみで可

4 ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○

・不動産購入又は施設建設等資金の借入の場合
は，当該整備に係る収支の内訳が分かる資料
・収支項目及び金額が，各種契約書，補助金決定
通知書等と一致していること

○ ○ ○ － 受理証明書等

△ － △ －

△ － △ －

△ － △ － 自己資金の寄附を予定している場合

△ － △ －

△ － △ －

△ － △ －

7 ○ ○ ○ ○

△ △ △ － 償還の財源に寄付金を予定している場合

△ △ △ －

△ △ △ －

△ △ △ －

○ － ○ －

△ － △ －

○ － ○ －

△ － △ －

11 ○ ○ ○ ○
平面図・配置図
（担保物件を色分けしてください）

上記の書類のほか，必要に応じて社会福祉法第59条の規定により届出されている書類についても内容を確認します。

（※１） 　通常想定される場合の提出書類であり，変更の内容によっては追加書類の提出が必要な場合があります。
　　　　

（※２）
　　　　

　　《注意》

　　

＜基本財産の担保提供承認申請書類一覧＞

　　　　○・・・原則として提出が必要なもの　　　△・・・該当する書類がある場合に提出が必要なもの

　　　　　　　　　　　　　　　　区　　分

 提出書類（※１）

 申　請　書

 理事会議事録及び
 議案書・議案資料（※２）

 評議員会議事録及び
 議案書・議案資料（※２）

 不動産登記事項証明書

 資　金　計　画　書

6

資
　
金
　
計
　
画
　
関
　
係
　
書
　
類

 借入金決定通知書等

 補助金等の決定〈内定〉通知書

 助成金等の決定〈内定〉通知書

 自己資金の贈与契約書

 身　分　証　明　書

 印　鑑　証　明　書

 残　高　証　明　書

 償　還　計　画　書

8

償
還
財
源
関
係
書
類

 償還金財源贈与契約書

 身　分　証　明　書

 印　鑑　証　明　書

9
 工事関係見積書，契約書

 領収書

10
 売買関係見積書，契約書

 領収書

 図　　面

　決議の省略の方法により行った場合は，議事録の他に提案書や同意書（理事会については監事からの異議がないことの確認書を含む）
の提出が必要です

　補助金の交付を受けて整備されている財産を担保に供する場合には，本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については
補助金の交付元に確認し，適切に手続きを行ってください。

 残　高　証　明　書
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≪担当窓口一覧≫ 

 

１  定款変更等手続き全般（事前相談含む）  

担当部署名  郵便番号  住所  電話番号（直通）  

宮城県  保健福祉部  

社会福祉課  団体指導班  
980-8570 仙台市青葉区本町三丁目 8-1 022-211-2516 

 

 

２  申請書（届出書）の提出先  

 

申請書等は電子申請により提出してください。  

○定款変更（申請及び届出）  

 https://logoform.jp/form/GQGB/1298132 

 

○基本財産処分承認申請  

 https://logoform.jp/form/GQGB/1304867 

 

○基本財産担保提供承認申請  

 https://logoform.jp/form/GQGB/1305077 

 

※電子申請による提出が難しい場合は、社会福祉課団体指導班に御連絡願います。  

 

 

※市所管の社会福祉法人については、各市担当課へ確認してください。  

 

https://logoform.jp/form/GQGB/1298132
https://logoform.jp/form/GQGB/1304867
https://logoform.jp/form/GQGB/1305077
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